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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

芦屋大学（以下、「本学」という。）の建学の精神は「人それぞれに天職に生きる」であ

る。これは創立者である福山重一の思想に基づいている。明治 42 年に生を受けた福山は

戦前、戦中、戦後の学校教育に尽力し、特に戦後の焦土と化した我が国の復興を願い、教

育改革に積極的に取り組んだ。福山は、｢人間は詳細に自己を分析し自己理解を図り、さら

には仕事の内容と現代社会を分析して自己の向かうべき方向を模索し、そしてその方向に

おいて自ら経験してみることが求められる。次にこのようにして自己が決定した仕事に就

いても、それが自己に適するか否か吟味する必要がある。ここで自己が納得すれば、さら

に進んで生き甲斐を得ることができる。これよりして人間はそれぞれに 天職を見つけ、そ

の天職によって生きることが真の人権の確立となり、これが人間の最高の理想である｣と考

え、この人権の確立と人間の最高の理想を追求するために展開される現象を｢職業指導｣と

説き、建学の精神に反映させた。これを｢人それぞれに天職に生きる。ここに職業指導学は

存する｣と要約して建学の精神に据えた。平成 18(2006)年度の常勤理事会において、「人そ

れぞれに天職に生きる」が普遍的価値のある理念であること、そして学生一人ひとりが天

職を見つけられるよう個々の学生に応じた教育を全教職員が実践することをあらためて確

認し、後段を削除、現在に至っている。 

 建学の精神に基づく本学の使命・目的は、豊かな教養と人間性を身につけ、生きがいを

持って社会に貢献できる人材を育成することである。そのために、建学の精神に併せて実

践綱領として「独立と自由」「創造と奉仕」「遵法と敬愛」を謳い、本学の教育に反映させ

てきた。学則第 1 条において、「本学は教育基本法に則り、学校教育法の定めるところに

従い、「人それぞれに天職に生きる」の建学の精神のもとで、教育に必須な学芸を教授研究

し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、健全な平和社会に寄与貢献する有為の人材

を育成することを目的とする」と明確に定めている。時代とともに学生たちの気質も、求

めるものも変わってきているが、一人ひとりに与えられた才能や能力を見出し、伸ばす教

育を実践し、社会に貢献できる人材を育成することが建学以来、本学の変わらぬ使命であ

る。 

学校法人芦屋学園としての歴史を紐解くは、昭和 12(1937)年に開校した芦屋高等女学

校に始まる。初代校長は岡田五兎であった。岡田は、帝国大学で E.ハウスクネヒトから教

育学を初めて修めた一人であり、校長時代、生徒一人ひとりに対し、きめ細やかな教育を

していたことが伝えられている。  

その後、昭和 39(1964)年、福山重一により芦屋大学が創設された。教育学部「教育学

科」の単科大学として創設された。以後、「産業教育学科」「英語英文学教育科」「児童教育

学科」を増設し、昭和 43(1968)年には 大学院（修士課程・博士課程）を設置した。福山

重一の少人数を手厚く教育するという方針は、多くのオーナー経営者層から支持され、富

裕層の子弟を集めたことで、ほかの大学とは趣を異にする設備と環境を整えた。平成 

19(2007)年度には、福山の教育理念に共感する社会的要請に答えるため、教員養成と経営

者育成の観点から、従来の「教育学部」を「臨床教育学部」と「経営教育学部」の 2 学

部 4 学科制に変更した。学科の再編を経て、平成 25(2013)年度より臨床教育学部「教育

学科」および「児童教育学科」、経営教育学部「経営教育学科」の 2 学部 3 学科制とな

っている。学部学科を再編する課程で、福山の理念をより教育課程に反映させるため、「人
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間力」の涵養にも力を注いでいる。「人間力」に必要な協調性、コミュニケーション能力、

リーダーシップ、課題解決力、主体性、責任感を育み、社会に貢献できる人材の育成に取

り組んでいる。 

 

Ⅱ．沿革と現況 

１．本学の沿革 

大学創設以後の沿革を時系列にまとめる。 

昭和 39(1964)年 1 月 芦屋大学 教育学部 教育学科 設置認可 

昭和 39(1964)年 4 月 芦屋大学 教育学部 教育学科 創立 

昭和 40(1965)年 12 月 芦屋大学 教育学部に産業教育学科 増設認可 

昭和 41(1966)年 4 月 芦屋大学 教育学部 産業教育学科 増設 

昭和 43(1968)年 3 月 芦屋大学大学院（修士課程・博士課程）設置認可 

昭和 43(1968)年 4 月 芦屋大学大学院 教育学研究科 

 教育学専攻修士課程・博士課程開設 

昭和 47(1972)年 1 月 芦屋大学 教育学部 英語英文学教育科 増設認可 

昭和 47(1972)年 4 月 芦屋大学 教育学部 英語英文学教育科 増設 

昭和 48(1973)年 1 月 芦屋大学 教育学部 児童教育学科 増設認可 

昭和 48(1973)年 4 月 芦屋大学 教育学部 児童教育学科 増設 

昭和 60(1985)年 3 月 芦屋大学大学院 教育学研究科 

 英語英文学教育専攻（修士課程）増設認可 

昭和 60(1985)年 4 月 芦屋大学大学院 教育学研究科 

 英語英文学教育専攻（修士課程）増設 

昭和 61(1986)年 3 月 芦屋大学大学院 教育学研究科 

 技術教育専攻（修士課程）増設認可 

昭和 61(1986)年 4 月 芦屋大学大学院 教育学研究科 

 技術教育専攻（修士課程）増設 

昭和 61(1986)年 11 月 芦屋学園創立 50 周年記念式典挙行 

昭和 63(1988)年 11 月 芦屋大学創立 25 周年記念式典挙行 

平成 15(2003)年 4 月 ビジネス研究センター開設 

 （平成 26(2014)年度よりキャリア支援センターに統合） 

平成 15(2003)年 12 月 芦屋大学創立 40 周年記念式典挙行 

平成 17(2005)年 4 月 国際交流センター（現 国際交流課）開設 

 教職教育支援センター（現 教職支援課）開設 

平成 18(2006)年 4 月 芦屋大学 教育学部 英語英文学教育科を 

 国際コミュニケーション教育科に名称変更 

平成 19(2007)年 4 月 芦屋大学 臨床教育学部、経営教育学部の 2 学部 4 学科に改組、 

 産業教育学科を経営教育学科に名称変更 

平成 21(2009)年 4 月 臨床教育学部 教育学科にスポーツ教育コース開設 

平成 22(2010)年 4 月 芦屋大学大阪キャンパス開設 

 経営教育学部 経営教育学科にキャリア教育コース開設 
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 芦屋学園スポーツ教育センター（現 地域連携推進・スポーツ

振興室開設）開設 

平成 23(2011)年 4 月 キャリア支援センター（現 就職部）開設 

平成 24(2012)年 1 月 芦屋学園スポーツモダニズム活動開始 

平成 25(2013)年 4 月 臨床教育学部 国際コミュニケーション教育科を募集停止 

 臨床教育学部 教育学科に国際教養学コース開設 

 経営教育学部 経営教育学科にバレエコース開設 

平成 26(2014)年 4 月 芸術文化センター開設 

平成 26(2014)年 11 月 芦屋大学創立 50 周年 

平成 28(2016)年 4 月 臨床教育学部 教育学科にダンスコース開設 

平成 29(2017)年 9 月 芦屋大学大阪キャンパスを六麓荘キャンパスに統合 

平成 31(2019)年 4 月 臨床教育学部 教育学科に地域スポーツ指導者コース開設 

 臨床教育学部 児童教育学科に幼児教育コース開設、 

指定保育士養成施設として認可 

令和 2(2020)年 4 月 芦屋大学大学院教育学研究科英語英文学教育専攻を募集停止 

  

 

 

2．本学の現況 

・大 学 名  芦屋大学 

 

・所 在 地  〒659-8511 兵庫県芦屋市六麓荘町 13 番 22 号 

         

・学 部 の 構 成  臨床教育学部 

  教育学科 

           児童教育学科 

            

          経営教育学部 

           経営教育学科 

 

・大学院の構成   教育学研究科 教育学専攻（博士前期課程・博士後期課程） 

                英語英文学教育専攻（修士課程） 

                 技術教育専攻（修士課程） 
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・学生数、教員数、職員数（令和 2 (2020)年 5 月 1 日現在） 

 

1)学生数 

（学部） 

学部 臨床教育学部 経営教育学部 合計 
学科 教育学科 児童教育学科 経営教育学科  

学年 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 
1 年 89 28 117 27 21 48 95 27 122 211 76 287 
2 年 64 28 92 14 18 32 99 33 132 177 79 256 
3 年 70 13 83 9 13 22 82 29 111 161 55 216 
4 年 77 28 105 11 12 23 77 20 97 165 60 225 
計 300 97 397 61 64 125 353 109 462 714 270 984 

 

（大学院） 

 教育学研究科 

合計 専
攻 

教育学専攻 
（博士前期課

程） 

技術教育専
攻 

（修士課程） 

英語英文学専
攻 

（修士課程） 

教育学専攻 
（博士後期課

程） 
学
年 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

1年 0 1 1 2 0 2 － － － 2 1 3 4 2 6 
2年 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 5 1 6 
3年 － － － － － － － － － 1 1 2 1 1 2 
計 2 2 4 4 0 4 0 0 0 4 2 6 10 4 14 

 

2)教員数 

（学部） 

学部 臨床教育学部 経営教育学部 
合計 

学科 教育学科 児童教育学科 経営教育学科 
職名 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 
教授 12 4 16 4 1 5 12 0 12 28 5 33 
准教授 3 0 3 4 6 10 3 0 3 10 6 16 
講師 2 1 3 0 0 0 2 1 3 4 2 6 
助教 1 1 2 0 0 0 0 2 2 1 3 4 
計 18 6 24 8 7 15 17 3 20 43 16 59 

 

（大学院） 

 教育学研究科 

合計 
専攻 

教育学専攻 
（博士前期課

程） 

技術教育専
攻 

（修士課程） 

英語英文学専
攻 

（修士課程） 

教育学専攻 
（博士後期課

程） 
職名 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 
教授 3 0 3 7 0 7 1 0 1 2 1 3 13 1 14 
准教
授 

－ － － － － － － － － － － － － － － 

講師 － － － 1 1 2 － － － － － － 1 1 2 
助教 － － － － － － － － － － － － － － － 
計 3 0 3 8 1 9 1 0 1 2 1 3 14 2 16 

※学部の教員が兼務 
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3)職員数 

 

 男 女 計 
正職員 27 23 50 
嘱託職員 0 0 0 
臨時職員他 7 9 16 

計 34 32 66 

  ※法人所属の職員を含む 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1．使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

（1）1－1 の自己判定 

「基準項目 1－1 を満たしている。」 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-①意味・内容の具体性と明確性 

本学の使命・目的は、芦屋大学学則および芦屋大学大学院学則において、下記のように

具体的かつ明確に規定している。 

芦屋大学学則第 1 章総則（教育目的）第 1 条 

本学は教育基本法に則り、学校教育法の定めるところに従い、「人それぞれに天職に生き

る」の建学の精神のもとで、教育に必須な学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能

力を展開させ、健全な平和社会に寄与貢献する有為の人材を育成することを目的とする。 

芦屋大学大学院学則第 1 章総則第 1 条 

芦屋大学大学院は教育基本法に則り、学校教育法の定めるところに従い、「人それぞれに

天職に生きる」の建学の精神のもとで、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をき

わめ、文化の進展に寄与することを目的とする。また、以下の 3 つの実践綱領を定め、大

学の使命と目的を理解し、建学の精神を実践するため、実践綱領の意味も明確に示してい

る。 

⚫ 「独立と自由」－自由の本質をわきまえ、独立の心を養う 

⚫ 「創造と奉仕」－創造力を培い、すすんで社会に奉仕する 

⚫ 「遵法と敬愛」－規律を守り、互いに敬愛する心を育てる 

学部学科、大学院の各研究科・専攻のそれぞれの目的などは、3 つのポリシーと合わせ

て、下記のように具体的かつ明確に定めている。 

 

臨床教育学部 

個人の可能性を引き出す教育とともに、幼児、児童及び生徒等の教育の困難に直面して

いる親・教師の問題を具体的に研究し、これらの問題を解決する能力を伸ばす教育につい

て教育・研究する。 

 

教育学科 

学部の目的である臨床教育学の教育・研究を通じて、実社会での教育実践能力を養成す

る。 
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児童教育学科 

学部の目的である臨床教育学の教育・研究を通じて、幼児期及び児童期の教育の理解と

実践能力を養成する。 

 

経営教育学部 

経営学と教育学を軸に、現代社会が直面する産業・技術動向に関する幅広い知識を教育・

研究する。 

 

経営教育学科 

学部の目的である経営教育学の教育・研究を通じて、実社会での実践能力を養成する。 

 

教育学研究科 

教育の本質を探究し、現代社会が内包する教育課題を明らかにするとともに、教育理論

及び方法論を教育・研究する。 

 

教育学専攻（博士課程） 

教育学研究科の目的・使命とともに、併せて企業経営に関する教育の課題及び方法論を

教育・研究する。 

 

英語英文学教育専攻（修士課程） 

特に英語、英文学に関する教育について、課題及び方法論を研究する。 

 

技術教育専攻（修士課程） 

特に技術教育に関する課題及び方法論を研究する。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

建学の精神および実践綱領については、大学 WEB サイトをはじめ、学部生や大学院生

に配布する『学生便覧』『大学院便覧』や『シラバス』の印刷物に掲載し、分かりやすく簡

潔に文章化している。 

また、入学式をはじめ、新入生オリエンテーションや毎年の履修登録説明会、「大学生活入

門」「キャリア基礎」「キャリアデザイン」等でも繰り返し説明し、周知と理解に努めてい

る。 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

本学の個性・特色は、少人数教育による「人間力」の育成、多彩な専門教育、教育研究

機能を活かした社会貢献と地域連携である。少人数教育による「人間力」の育成について

は「大学生活入門」「キャリア基礎」「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」および「専門演習Ⅰ・Ⅱ」

の担任と、各部署の教職員が、いつでも学生からの相談に対応できる体制を整え、この仕

組みを学生に周知している。また、学長が自ら全学部学科の 1 年生を対象に基礎教養科目

の「人間力概論」を前期に担当し、建学の精神ならびに大学の使命や目的などを踏まえ、



芦屋大学 

8 

「人間力」についての講義を行っている。 

多彩な専門教育については、収容定員数 1,000 名という小規模大学でありながら、2 学

部 3 学科 11 コースのカリキュラムを開設していることである。これは、「人それぞれに

天職に生きる」の建学の精神に基づいているものであり、2 つの学部ともに教育学がベー

スとなり、教職・心理・スポーツ・ダンス・バレエ・経営・自動車技術・観光・航空など

学生の「なりたいを育てる」多彩な芦大カリキュラムを展開している。また、産業界との

繋がりが深い大学として、大阪商工会議所との産学連携をはじめ、様々な企業経営者が本

学の講義を行う経営教育を、カリキュラムに加え学部の域を越えて実践している。 

少人数教育については、担当教員が学生一人ひとりと向き合い、個人の持つ可能性を導

き出す教育を可能にしている。本学の目指す少人数教育は、卒業後一人ひとりが自分らし

く輝いていけるように、社会に出て適応する力を身に付けられる教育を実践している。以

上のように、本学教育の個性と特色を反映させたものとなっている。 

また、大学院においても少人数の教育研究を実践しており、その目的としては「人それ

ぞれに天職に生きるの建学の精神のもとで、学術の理論及び応用を教授・研究し、その深

奥をきわめ、文化の進展に寄与すること」としている。この目的をもって、各専門分野に

おいて自立した研究者としての高い研究能力と豊かな学識を有し、新たな理論的枠組や独

創的知見を有すると認められる人材の育成を目指して、大学院における学術研究の特性に

配慮しつつ、本学教育の個性・特色を反映させたものとなっている。 

 

1-1-④ 変化への対応 

本学は昭和 39(1964)年に教育学部のみの単科大学として創設されたが、平成 19(2007)

年度から臨床教育学部と経営教育学部の 2 学部に変更した。現在、2 学部 3 学科、1 大

学院教育研究科の構成で、教育・研究と社会貢献を推進している。この間、時代や社会の

変化、教育現場や学生のニーズや志向に応じて、学科やコースの再編等様々な取り組みを

行ってきた。 

臨床教育学部教育学科では、平成 21(2009)年度よりスポーツ教育コースを開設し、保

健体育の中学校・高等学校教諭一種免許状を取得できるようにした。平成 25(2013)年度

には国際コミュニケーション教育科の募集停止に伴い、教育学科に国際教養学コースを新

設し、平成 31(2019)年度は教育学科に地域スポーツ指導者コースを、児童教育学科に幼

児教育コースを開設した。教職課程の見直しも行い、平成 28(2016)年度より職業指導の

中学校・高等学校教諭一種免許状、地理歴史の高等学校教諭一種免許状については廃止し

た。臨床教育学部児童教育学科では、平成 23(2011)年度より特別支援学校教諭一種免許状

（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）を取得できるよう課程認定の認可を受けた。平成

31（2019）年度には、同学科の幼稚園教諭一種免許状の保育領域を拡充させたことで、保

育士資格を取得できる指定保育士養成施設として認可を受けた。これにより社会で不足し

ている保育士養成も可能となり、幼稚園のみならず保育園や子ども園などへも人材を輩出

できる環境を整えた。 

経営教育学部経営教育学科では、平成 22(2010)年度より大阪キャンパスを開校し、キ

ャリア教育コースを開設、平成 25(2013)年度よりバレエコースを含む全 9 コースを開設

した。コースの統合・再編を経て、平成 28(2016)年度より 5 コースに集約した。同学科
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のキャリア教育の中核を担う経営マネジメントコースにおいては、平成 27(2015)年度か

ら 6 科目のキャリア教育科目を、さらには時代の要請を受けて平成 28(2016)年度からは、

より専門的・発展的な産学連携実践的教育科目 5 科目を新規開講した。しかし、大阪キャ

ンパスにおいては、教学マネジメントの見直しにより、平成 29(2017)年 9 月に閉校し、六

麓荘キャンパスに統合した。また、平成 31(2019)年度には、同学科のコースを更に 4 コー

スに集約する形で再編した。 

以上のように、社会情勢の変化や大学に求められる教育環境並びに教育の質の向上を目

指し、見直しを行っている。また、このことは ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシー 及び アドミッション・ポリシーに基づくものであり 大学設置基準第 2 条や学校

教育法第 83 条などへの法令への適合という視点はもとより 大学教育に求められる変化

への対応も満たしているといえる。 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

建学の精神である「人それぞれに天職に生きる」という言葉は学生によく浸透し、その理

念もよく理解されているが、更に学外の方々にも正しく理解してもらえるよう努力し、 特

に社会及び地域連携に関わる学外への認知度向上に努める。 今後も、社会に求められる人

材育成に対応するべく、その期待の変化などの意図や内容を汲み取り、簡潔な文章化を継

続しながら、使命・目的及び教育目的の見直し等をしていく方針である。 

 

1－2．使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2 の自己判定 

「基準項目 1－2 を満たしている。」 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

本学の建学の精神は明文化され、使命・目的及び教育目的についても、教職員は学部教

授会や学科会議、各種委員会において確認し、共通理解を深めている。 

学長は毎年、本学の使命・目的と教育方針を反映させた芦屋大学教育方針に次のように掲げ

ている。 

Ⅰ.目指す大学像  

学生個々の生きる力を育み、自ら進路を切り拓く力を培い、地域と連携した教育活動

を続け、将来社会に貢献できる能力と「人間力」を持つ、人材を育成し、地域に愛される

大学を目指す。 

Ⅱ.目標 1.確かな学力の育成。2.学修環境の整備、授業規律の確立を計る。3.学生の自主

的活動を推進し、自己有能感の醸成を図るととともに、他人と協調し思いやりのある心を
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育てる。4.地域との連携を深め、地域から愛される大学を目指す。5.中退者の防止に努め

る（重点目標）。6.私立大学等改革総合支援事業の補助金獲得を目指す。 

この教育方針を実践するために、大学全体の現状の分析、教育方針や課題の検討、学内

の組織運営の決定には、学部長・総務部長・教学支援部長・学生部長・就職部長を加えた

大学運営会議を経て、学部教授会、各部署に報告される。このような運営方法により、教

職員の共通理解と支持を得て、学内組織の円滑な運営が行われている。また、各種委員会

においても、職員が委員に任命されるなど、積極的に活動に参加できる組織を構成してい

る。 

以上のことから本学の使命・目的及び教育目的等の策定・改定等のプロセスに教職員が

関与・参画しその理解と支持は得られているということができる。 

 

1-2-② 学内外への周知 

本学の使命・目的及び教育目的について、在学生には『学生便覧』を配布し、「大学生活

入門」「キャリア基礎」の初年次教育や学長が開講する 1年生基礎教養科目の「人間力概論」

でも講義の中で説明している。また、学外には『大学案内』や WEB サイト等を通じて周

知を図っている。受験生には『大学案内』や『募集要項』等のパンフレットやオープンキ

ャンパスで周知を行っている。 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

本学では、学長が中心に学部学科の改組に関する検討だけではなく、既存する学部学科

を如何に魅力ある形にアピールができるか、高等教育が目指すべき姿を社会の流れやニー

ズを見通しながら、建学の精神「人それぞれに天職に生きる」という、創設者福山重一が

掲げた教育理念を教育方針に反映させ、短中期的な目標として「芦屋大学教育方針」の中

で目標を以下のように示している。 

芦屋大学教育方針「Ⅱ目標」    

1. 確かな学力の育成 

(1) 学生が積極的に参加できる分かりやすい授業を目指し、FD 委員会（授業活性化委

員会）を中心に授業力の向上を目指す 

(2) アクティブラーニング形式の授業を積極的に取り入れ、学生が自主的に意欲的に

学ぶ学生を育てる 

(3) 他の授業を見学、授業アンケートを積極的に活用し、授業力向上をはかる 

(4) ゼミを通して専門的な知識を深め、それぞれの進路を切り拓く力を養う 

(5) 国際交流事業、留学生の交流などを通して国際理解交流を推進する 

(6) 教員採用試験の合格率を、昨年以上に上げる 

(7) 一般教養、専門的な知識を養い、就職 100％を目指す。※授業アンケートの学生

の満足度を向上させる 

2. 学習環境の整備、授業規律の確立を計る 

(1) 学習環境の整備、授業準備、授業規律の指導を徹底させ、全学生が授業に集中で

きる環境を整える 

3. 学生の自主的活動を推進し、自己有能感の醸成を図るととともに、他人と協調し思



芦屋大学 

11 

いやりのある心を育てる 

(1) 学校行事の活性化を図る 

(2) 一人ひとりのニーズに応じた支援の充実を図る 

4. 地域との連携を深め、地域から愛される大学を目指す 

(1) 地域の全ての教育機関の教育活動を支援する 

(2) 地域のスポーツ、文化活動を支援する 

(3) 地域の企業と連携し、地域に就職する学生を増やす 

(4) 地域の防災拠点としての役割を果たす 

5. 中退者の防止に努める（重点目標） 

(1) 複数担任制を活用し、学生のニーズを支援する 

(2) 休みがちな学生には、電話等で連絡する、保護者にも連絡を入れ協力を得る 

(3) 授業、部活動などを通して学生の情報を集め、学科会議、教授会などで情報を共

有し指導に役立てる 

6. 私立大学等改革総合支援事業の補助金獲得を目指す 

(1) 全学的な体制での教育の質的向上を目指し、教育環境の改善を図り、補助金の獲

得を目指す 

以上のように、短中期的な計画を定め、大学の使命・目的と教育目的を達成するための

具体策として掲げられている。 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

本学は、建学の精神「人それぞれに天職に生きる」という、創設者福山重一が掲げた教

育理念を大切にし、学生個々の生きる力を育み、自ら進路を切り拓く力を培い、将来社会

に貢献できる能力と、どの時代にも適応できる「人間力」を備える人材を育成し、地域に

愛される大学を目指している。この教育理念を踏まえて、ディプロマ・ポリシー、カリキ

ュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーには、本学の使命・目的及び教育目的を反

映しながら、必要に応じて見直しが行われている。 

 

臨床教育学部 

 

教育学科 

 

ディプロマ・ポリシー 

教育学科の教育課程の単位を修得し、下記の能力を身に付けた人に卒業を認定し、

学位を授与する。 

 

1. 幅広い専門教養と専門的知識を有している人。 

2. 中学校・高等学校教員としての目標をはっきりと持ち、教育に主体的・自律的に取

り組み、 

3. 教育者やリーダーの資質や実践力を有している人 

4. 将来の進路を明確にし、卒業後に教育や心理、スポーツに関する専門的知識や技能

を活用して個性や長所を発揮できる人。 

5. ダンスを通じて自己表現ができ、ダンス関係の知識・技能を持ち、活用できる人。 
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カリキュラム・ポリシー 

臨床教育学部のカリキュラム・ポリシーを踏まえて、各コースの専門科目、およびス

ポーツ・ダンスに関する実技や科学を理解できるように教育課程を編成する。さらに理

論を実践に応用できる能力を養成する学修方法を整える。また、管理栄養・衛生・身体

についての知識やメカニズム、心身の健全な発育・発達を学修し、さまざまな年代や分

野におけるダンスを含めたスポーツ教育に関する知識や技能を修得できるような教育課

程を編成する。卒業後の進路を明確にできるように学年進行に伴いキャリア関係の科目

を設置する。入学時から、初年次教育とキャリア教育に則った教育課程を編成する。 

 

アドミッション・ポリシー 

教育学科は教育や心理に関心を持ち、それらについての専門的知識を探究する教育学

・心理学・スポーツ教育・地域スポーツ指導者・ダンスの各コースでの教育課程を学修

するための基礎学力・基礎体力・意欲を有した人を求める。各コースでの学修を通して

将来の進路を探索しながら「人間力」の形成を目指す人を求める。 

 

1. 教育に関心を持ち、教育関係の仕事に主体的に取り組むための基礎学力・思考力・判

断力・表現力・意欲・態度を有する人。 

2. 人間の心理、教育心理、人間発達、カウンセリングに関心がある人。将来、教育現

場や職場・地域で心理学の知識を活かして活躍したい人。教育カウンセラーや心理

カウンセラーとして困難をかかえた人々を支援したい人。 

3. 中学校(社会・保健体育)・高等学校(公民・保健体育)の教員を目指す人。 

4. 地域や学校の部活動におけるスポーツの指導者、スポーツビジネスの世界で活躍す

ることを目指す人。 

5. 大学教育にふさわしい学問的アプローチを行いながら、ダンスの技術を磨き、ダン

スを通じて自己を表現できるように、将来教員・指導者や、ダンスパフォーマーを

目指せる基礎的知識・技能及び高いモチベーションを有する人。 

 

児童教育学科 

 

ディプロマ・ポリシー 

児童教育学科の教育課程の単位を修得し、下記の能力を身に付けた人に卒業を認定し、

学位を授与する。 

1. 乳幼児期、児童期の子どもの心身の発達に関する知識を幅広く習得し、福祉・教育現

場で必要とされる実践力を身に付けている人。 

2. 保育士、幼稚園教員、小学校教員、特別支援学校教員としての目標をはっきりと持ち

、教育に主体的・自律的に取り組むことができる人。 

3. 子どもを取り巻く地域社会の発展に寄与することができる人。 

 

カリキュラム・ポリシー 

優れた保育者・教育者の養成を目指し、教養、専門性、実践力、社会性、自己実現力

などの学士力を養うため、保育・教育課程の編成・実施、保育内容・教科の実践的指導

・生徒指導/教育相談・学級/学校経営・学校教育と教員のあり方に関する科目を設置し

、体系的な教育課程を編成する。 

卒業後の進路を明確にできるように学年進行に伴いキャリア関係の科目を設置する。入

学時から、初年次教育とキャリア教育に則った教育課程を編成する。 

 

アドミッション・ポリシー 

子どもは次代を担う大切な存在である。彼らがすくすくと豊かに育つようにかかわり
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サポー卜するのは大人の責任である。保育士、幼稚園や小学校の教師には、子どもが夢

や目標を持ち、彼らがそれを達成するように寄り添い、励まし導く教育力が求められる。

一方、家庭や地域社会の教育力が低下している今日、地域社会と密接した関係にある保

育園、認定子ども園、幼稚園や小学校が連携して子どもの教育にあたることが必要にな

る。児童教育学科は、このような社会の期待に応える意欲のある人を求める。 

 

1. 乳幼児期、児童期の子どもの心身の発達に強い関心のある人。 

2. 保育士、幼稚園教員、小学校教員、特別支援学校教員として将来の目的をはっきりと

持っている人。 

3. 子どもを取り巻く地域社会の発展に寄与することを目指す人。 

 

経営教育学部 

経営教育学科 

 

ディプロマ・ポリシー 

経営教育学科の教育課程の単位を修得し、下記の能力を身に付けた人に卒業を認定

し、学位を授与する。 

1. 一般企業の他、さまざまな業種において、ビジネスの仕組みや時代に即したセンス

とスキルを身に付け、次世代を担うリーダーとしての資質や能力を有している人。 

2. 家業の継承や起業などに向け、経営を実践的に学びながら人間性を深める幅広い知

識や教養を有している人。 

3. 教育者として、学校とそれを支える地域コミュニティづくりを推進する資質と能力

を有し、技術科、情報科の専門科目の実践的指導ができる人。 

4. 培った「人間力」を踏まえて社会で生きる力、情報活用能力、コミュニケーション

能力を有し、多面的な知見から思考し、行動することができる人。 

5. 自ら問いを立て、社会環境の変化に柔軟に対応できる応用力を有し、他者と協調し、

チームとして合理的に解決していく総合的な能力を有している人。 

 

カリキュラム・ポリシー 

本学の建学の精神「人それぞれに天職に生きる」のもと、生き方や職業に関する情報

を積極的に提供し、学生に「気づき」と「行動」を促すキャリア教育を重視した教育課

程を編成する。また、学科内の科目を通し自らの資質を向上させ、社会的、職業的自立

をはかるため必要な能力を養うことができるような教育方法・学修方法を考慮した教育

課程を編成する。卒業後の進路を明確にできるように、学年進行に伴い就職系と教職系

の専門科目を設置した教育課程を編成する。 

 

アドミッション・ポリシー 

社会が形成され発展していくには、人を育て、人を活かせる、リーダーシップの能力

が求められている。本学科は、経営学と教育学を軸に、各コースの専門的知識の獲得と

実践力を身につけ、主体的に将来の進路を探索しながら真摯に学修に励む人を求める。 

 

下記に各コースで求めている学生受け入れ方針を示す。 

1. 企業等の管理者としてビジネスリーダーを目指している人。将来、経営者として家業

継承を担う人。経宮マネジメント能力を身につけたい人。航空や観光ビジネスに必要

な専門的知識および汎用的スキルを身につけ、サービスやホスピタリティ業界で活躍

できる能力を身に付けたい人。 

2. 中学校技術科、高等学校情報科の教員として教育分野に関心のある人。情報教育や ICT

の分野に興味がある人。 
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3. 自動車技術を学び整備士の国家資格取得を目指す人。自動車ビジネスの分野で活躍し

たい人 

4. バレエの専門理論や高度なバレエ技術を磨きたい人。創作活動を通して、教え・育て

るという教育分野に関心がある人。公演活動を通して、バレエスクール、バレエカン

パニーなどを管理・運営し経営的視点を身に付けたい人。 

 

大学院 教育学研究科 

教育学専攻 

 

ディプロマ・ポリシー 

(1) 前期修了者には修士学位が与えられる。その要件は以下による。 

① 所定の年限在学し所定の授業科目について 30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けた上で修士論文の審査及び最終試験に合格した者。 

② 教育学分野における高度な専門的研究力量と豊かな学識を有すると認められる者。ま

たは、経営教育の分野における高度な専門的研究力量と豊かな学識を修得し、産業社

会のリーダーとしての資質を有すると認められる者。 

(2) 後期修了者には博士学位が与えられる。その要件は以下による。 

① 所定の年限在学し必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格し

た者。 

各専門分野において自立した研究者としての高い研究能力と豊かな学識を有し、新たな

理論的枠組や独創的知見を有すると認められる者。 

 

カリキュラム・ポリシー 

教育学関連分野においては、教育学の理論と実践及び教授法・指導法を学問的に研究す

ることを目的としている。特に、学校教育現場の具体的諸問題を臨床教育的立場から研究

し学校教育に生かすことを重視している。 

そのため、本学教育相談所と連携し、発達障害者の理解と教育に向けて教育学・心理学・

脳科学等の各分野から総合的に研究するカリキュラムを編成するなど独自の取り組みを行

っている。 

経営教育学の分野においては産業社会のリーダーとしての資質を有し、産学能力を身に

つけた高度専門職業人の育成を目的としている。特に、キャリア開発に関する先進的な研

究を行っている。 

 

アドミッション・ポリシー 

本専攻は教育学・教育文化学・教育心理学・特別支援教育の各分野を研究する教育学関

連分野と、経営学・産業技術・産業心理・人間環境などの各分野を教育的観点から研究す

る経営教育分野からなっている。また、この博士課程は標準修業年限 2 年の前期課程と標

準修業年限 3 年の後期課程とに区分されている。 

後期課程は、上記専攻分野において自立した研究者として研究活動を行う者、またはその

他の高度に専門的な業務に従事しようとする者を養成することを目的としている。前期課

程は、後期課程の基礎として、上記専攻分野において高度な専門的研究力量と豊かな学識

を養うことをめざすとともに、高度の専門性を有する職業等に従事しようとする者を受け

入れている。 

なお、本専攻は学位取得や再教育を目的とする大学・高校などの現職教員、専修免許状の

ための継続教育などを目的とする者、一般社会人にも開かれている。したがって入学試験

においては、将来の進路希望・研究関心・研究テーマを慎重に審査して入学者の決定を行

っている。 
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英語英文学教育専攻 

 

ディプロマ・ポリシー 

修了者には修士学位が与えられる。その要件は以下による。 

1. 所定の年限在学し所定の授業科目について 30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けた上で修士論文の審査及び最終試験に合格した者。 

2. 英語英文学に関する高度な専門的研究力量と豊かな学識を有すると認められる者。 

 

カリキュラム・ポリシー 

1. 英語学・英語教育分野では、国内外の多様な英語教育の方法論と種々の実践的技能の

教育・研究を行っている。 

2. 国際文化分野では、実践的な英語力と国際的な完成を磨き、未来の国際社会で活躍で

きる人材を育成している。 

3. 英米文学・文化分野では、英米文学・文化の研究を通して、「英語圏文化」を包括的に

理解し、さらに高度な研究をめざす人材を育成している。なお、「英語」が有する本来

の意味の追求のみならず、言語使用の場の持つ意味（社会的コンテキスト）や広がり

（国際性）、さらに多言語・多文学・他文化との相互関係と比較も研究対象としている。 

 

アドミッション・ポリシー 

本専攻は、（1）英語学・英語教育分野、（2）国際文化分野、（3）英米文学・文化分野の

３分野からなっており、これらの分野に関する高度な専門的研究力量と豊かな学識を養う

ことをめざすとともに、優れた英語指導者、国際社会で活躍できる人材、英語英文学に関

する研究者などを目指す者を受け入れている。専修免許状（中学校・高校英語科）のため

の継続教育を目的とする者、一般社会人にも開かれている。 

 

技術教育専攻 

 

ディプロマ・ポリシー 

修了者には修士学位が与えられる。その要件は以下による。 

1. 所定の年限在学し所定の授業科目について 30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けた上で修士論文の審査及び最終試験に合格した者。 

2. 技術教育に関する高度な専門的研究力量と豊かな学識を有すると認められる者。 

 

カリキュラム・ポリシー 

1. 技術教育分野では、学校教育における技術科教育のあり方に関する演習を中核に据え、

広く一般普通教育の中に技術教育をどう位置づけるべきかについて教育・研究してい

る。 

2. キャリア開発分野では、技術と経営の面から産業能力の向上を図り、キャリア開発分

野の研究課題に先進的に取り組むための能力を育成している。 

3. 産業技術分野では、現代の産業・情報技術に関する高度な知識と応用力を身につけ、

企業や教育現場等においてその能力を発揮できる者を育成している。 

4. 人間環境分野では、人間を取り巻く環境を自然・社会・文化を基本にして捉え、人間

と環境のあり方を深く考究する能力を育成している。 

本専攻ではこれらの分野についての総合的な教育・研究をめざしている。 

 

アドミッション・ポリシー 

本専攻は、（1）学校の技術科教育に関する技術教育分野、（2）一般的なキャリア開発分

野、（3）現代産業技術や情報に関する産業技術分野、（4）自然・社会・文化に関する人間
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環境分野の４分野からなっており、これらの分野に関する高度な専門的研究力量と豊かな

学識を養うことをめざすとともに、関連する高度の専門性を有する職業等に従事しようと

する者を受け入れている。 

専修免許状（中学校技術科）のための継続教育を目的とする者、一般社会人にも開かれて

いる。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学は、学部及び研究科の創設以来、教育ならびに研究活動は建学の精神、使命・目的

に照らして行われてきた。教育および研究を支援するため「芦屋大学図書館」「教育相談所」

「附置技術研究棟」を設置している。 

本学の使命・目的を新入生に理解させ、「人間力」を向上させるため学長自らが講義を担

当し「人間力概論」で講義している。学部教育は基礎教育と専門教育との両面から行われ

ている。教員配置も専門教育に不可欠な理論系の教員だけでなく、実務経験豊かな教員を

配置し、機能的かつ効果的な教育が行える教員数を確保し整合性が図られている。研究科

の教育は専攻の特質から、学部教育の基本理念を発展統合し、教育的観点を要する専門的

業務に従事する人材養成に努めている。 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

教育内容や教育方法の一層の改善を図るとともに、3 つのポリシーについても必要に応

じて見直しを行っている。社会情勢が日々変化していく中で、進学希望者が大学の教育に

期待する多様なニーズを的確に把握し、教育目的などに反映させられるよう、引き続き努

力していきたい。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学は一貫して、建学の精神「人それぞれに天職に生きる」に基づき、教育・研究の体

制の整備に努めてきた。それを達成するために 教育目的、ディプロマ・ポリシー、カリキ

ュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーを明確に規定し、大学 WEB サイト、『大学

案内』などを通して、公表・周知を図っている。また、教育目的の達成のために 教育シス

テムの構築を図るとともに 法令適合性及び個性・特色の明示といった条件を確保しつつ、

社会情勢等も踏まえ、必要に応じて随時、使命・目的及び教育目的の見直し等も実施して

いる。 

したがって、「1－1 使命・目的及び教育目的の設定」「1－2 使命・目的及び教育目的の

反映 」の二項目とも基準を満たしていることから、本学の使命・目的に関する明確性、適

切性及び有効性は、担保されている。 

 

基準 2．学生 

2－1．学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 
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（1）2－1 の自己判定 

「基準項目 2－1 を満たしている。」 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

学部 

本学における入学者の受け入れ方針は、建学の精神に基づく教育目的に応じて策定され

た大学・学部のアドミッション・ポリシー、「求める学生像」、各学科のアドミッション・

ポリシー【表 2-1-1】に明文化されている。アドミッション・ポリシーの周知については、

学生募集要項、入試ガイド、本学 WEB サイトで公表している。また、オープンキャンパ

スや進学相談会、高校内ガイダンス、高校訪問等で資料を配布し、入学者の受け入れ方針

（アドミッション・ポリシー）について具体的に説明している。 

 

「求める学生像」 

1.自分の個性や適性について考え、自分の持てる力、可能性を切り開いていこうとしてい

る人 

2.これまで体験したことや人との出会いなどを整理し、大学で学びたいと思う動機をはっ

きり持っている人 

3.未来の夢についてや、これから主体的に取り組んでいきたいことについて、情熱を持っ

て人に伝えることができる人 

 

大学院  

 大学院における入学者の受け入れ方針についても、建学の精神に基づくに大学院の目的

に沿ってアドミッション・ポリシー【表 2-1-2】を策定している。その周知については、

学生募集要項、本学 WEB サイトで公表している。また、入学希望者に対して、博士前期

（修士）課程においては、進路等を考慮して、また博士後期課程に関しては、現役研究者、

社会人、留学生など本人の状況を勘案して、アドミッション・ポリシーの周知とともにき

め細かな指導と対応を行っている。 
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【表 2-1-1】 各学科のアドミッション・ポリシー       令和元(2019)年 4 月現在 

学部 学科 アドミッション・ポリシー 

臨
床
教
育
学
部 

教
育
学
科 

教育学科は教育や心理に関心を持ち、それらについての専門的知識
を探究する教育学・心理学・スポーツ教育・地域スポーツ指導者・ダ
ンスの各コースでの教育課程を学修するための基礎学力・基礎体力・
意欲を有した人を求める。各コースでの学修を通して将来の進路を探
索しながら人間力の形成を目指す人を求める。 
1.教育に関心を持ち、教育関係の仕事に主体的に取り組むための基礎
学力・思考力・判断力・表現力・意欲・態度を有する人。 
2.人間の心理、教育心理、人間発達、カウンセリングに関心がある人。
将来、教育現場や職場・地域で心理学の知識を活かして活躍したい人。
教育カウンセラーや心理カウンセラーとして困難をかかえた人々を支
援したい人。 
3.中学校(社会・保健体育)・高等学校(公民・保健体育)の教員を目指す
人。 
4.地域や学校の部活動におけるスポーツの指導者、スポーツビジネス
の世界で活躍することを目指す人。 
5.大学教育にふさわしい学問的アプローチを行いながら、ダンスの技
術を磨き、ダンスを通じて自己を表現できるように、将来教員・指導
者や、ダンスパフォーマーを目指せる基礎的知識・技能及び高いモチ
ベーションを有する人。 

児
童
教
育
学
科 

 子どもは次代を担う大切な存在である。彼らがすくすくと豊かに育
つようにかかわりサポー卜するのは大人の責任である。保育士、幼稚
園や小学校の教師には、子どもが夢や目標を持ち、彼らがそれを達成
するように寄り添い、励まし導く教育力が求められる。一方、家庭や
地域社会の教育力が低下している今日、地域社会と密接した関係にあ
る保育園、認定子ども園、幼稚園、小学校が連携して子どもの保育・
教育にあたることが必要になる。児童教育学科は、このような社会の
期待に応える意欲のある人を求める。 
1.乳幼児期、児童期の子どもの心身の発達に強い関心のある人。 
2.保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭として将来の
目的をはっきりと持っている人。 
3.子どもを取り巻く地域社会の発展に寄与することを目指す人。 

経
営
教
育
学
部 

経
営
教
育
学
科 

 社会が形成され発展していくには、人を育て、人を活かせる、リー
ダーシップの能力が求められている。本学科は、経営学と教育学を軸
に、各コースの専門的知識の獲得と実践力を身につけ、主体的に将来
の進路を探索しながら真摯に学修に励む人を求める。下記に各コース
で求めている学生受け入れ方針を示す。 
1.企業等の管理者としてビジネスリーダーを目指している人。将来、
経営者として家業継承を担う人。経宮マネジメント能力を身につけた
い人。航空や観光ビジネスに必要な専門的知識および汎用的スキルを
身につけ、サービスやホスピタリティ業界で活躍できる能力を身につ
けたい人。 
2.中学校技術科、高等学校情報科の教員として、教育分野に関心のあ
る人。情報教育や ICTの分野に興味がある人。 
3.自動車技術を学び整備士の国家資格取得を目指す人。自動車ビジネ
スの分野で活躍したい人 
4.バレエの専門理論や高度なバレエ技術を磨きたい人。創作活動を通
して、教え・育てるという教育分野に関心がある人。公演活動を通し
て、バレエスクール、バレエカンパニーなどを管理・運営し経営的視
点を身につけたい人。 
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【表 2-1-2】 各専攻のアドミッション・ポリシー        令和元(2019)年 4 月現在              

専攻 アドミッション・ポリシー 

教
育
学
専
攻
博
士
課
程 

本専攻は教育学・教育文化学・教育心理学・特別支援教育の各分野を研究す

る教育学関連分野と、経営学・産業技術・産業心理・人間環境等の各分野を教

育的観点から研究する経営教育分野からなっている。また、この博士課程は標

準修業年限 2 年の前期課程と標準修業年限 3 年の後期課程とに区分されてい

る。 

後期課程は、上記専攻分野において自立した研究者として研究活動を行う

者、またはその他の高度に専門的な業務に従事しようとする者を養成すること

を目的としている。前期課程は、後期課程の基礎として、上記専攻分野におい

て高度な専門的研究力量と豊かな学識を養うことを目指すとともに、高度の専

門性を有する職業等に従事しようとする者を受け入れている。 

なお、本専攻は学位取得や再教育を目的とする大学・高校等の現職教員、専

修免許状のための継続教育等を目的とする者、一般社会人にも開かれている。

したがって入学試験においては、将来の進路希望・研究関心・研究テーマを慎

重に審査して入学者の決定を行っている。 

技
術
教
育
専
攻
修
士
課
程 

 本専攻は、ⅰ学校の技術科教育に関する技術教育分野、ⅱ一般的なキャリア

開発分野、ⅲ現代産業技術や情報に関する産業技術分野、ⅳ自然・社会・文化

に関する人間環境分野の 4 分野からなっており、これらの分野に関する高度な

専門的研究力量と豊かな学識を養うことを目指すとともに、関連する高度の専

門性を有する職業等に従事しようとする者を受け入れている。 

専修免許状（中学校技術科）のための継続教育を目的とする者、一般社会人

にも開かれている。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

学部 

 入学者受入れの方針は、アドミッション・ポリシーとして学生募集要項、WEB サイト、

入試ガイドに記載し、受験生への周知を図っている。 

入学者の選抜については、大学設置基準第 2 条の 2 に基づき、公正かつ妥当な方法により、

適切な体制を整えて行っている。大学入学試験委員会規定が定める「入学試験委員会（以

下入試委員会）」が選考基準作成、合格決定、その他入学者選考に関する重要な事項を取り

扱っている。入試制度や選考方法について、入学者受け入れ方針や教育目的を基に当該年

度の入試結果を踏まえ、「入試委員会」にて次年度入学者選抜案を作成し、「理事会」に上

申している。 

選抜方法については、本学では創立以来すべての入試で面接（AO 入試は面談）を必須

としており、志望する学科の入試委員が本学への志願の適正や、一人ひとりの持てる可能

性・人間性について、「求める学生像」やアドミッション・ポリシーに基づいて評価を行っ

ている。また、受験者 1 名に対し 2 名体制で面接を行い、評価項目別に点数化することで

公正な評価を行えるよう工夫している。 
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 入試問題については、学力試験は入試問題作成委員がアドミッション・ポリシーを基に

出題方針や内容の妥当性を協議した上で作成している。また、出題ミスや採点ミス等の事

故を防ぐため複数名でのチェック体制を整えている。小論文・作文・口頭試問課題、留学

生日本語音読問題については、入試委員が作成し、入試委員 2 名で採点を行う。入試問題・

課題については、入試広報部で厳重に保管・管理している。 

試験実施にあたっては、試験当日は入試委員長を実施責任者、入試広報部長を事務責任

者とする入試統括本部を設け、すべての情報・状況を一元的に集約・管理し、円滑な運営

を図るとともに、不測事態発生時の速やかな対応のための体制を構築している。さらに、

監督等を担当する教職員は、入試委員会・入試広報部作成の入試制度別に定める実施要項

に従って運営を行っている。 

試験実施後には、入試委員による合否判定会議に学長も加わり合否判定会議を開催し、

審議の上、合否判定・特待生選考を行う。 

入試制度としては、【表 2-1-3】のとおりである。 

 

【表 2-1-3】入試制度                      令和 2(2020)年度募集 

区分 入試制度 

AO 入試 AO 入試 

推薦入試 指定校推薦入試、指定校特待生推薦入試、スポーツ推薦入試 

一般入試 一般入試 

系列校 

推薦入試 

芦屋学園高等学校生対象特別推薦入試、芦屋学園高等学校生対象スポー

ツ芸術文化推薦入試 

その他入試 

自己推薦入試、自己推薦特待生入試（学業方式・家業をつぐ見込みのあ

る特待生方式）、芸術文化入試（バレエ方式・ダンス方式・吹奏楽方式） 

数学記述型入試、社会人特別入試、高卒認定者特別入試 

留学生入試 私費外国人留学生入試、私費外国人留学生特待生入試 

編入学・秋季 

入学入試 

編入学入試、編入学教職特待生入試、編入学指定校推薦入試、編入学ス

ポーツ特待生入試、秋季入学入試、秋季編入学入試、秋季編入学スポー

ツ特待生入試、私費外国人留学生編入学入試、秋季入学私費外国人留学

生入試 

 

これらの入試制度により様々な背景や能力を持つ多様な学生の受け入れを可能としている。

各入試の出願資格・選考方法・日程・特待生選考等の詳細は学生募集要項に定めるところ

である。入試により学力試験や小論分、実技試験、口頭試問等選考方法は異なるが、全て

の入試で一人ずつきめ細かな面接（AO 入試は面談）を行うことでアドミッション・ポリ

シーに基づいた多面的・総合的な評価を行っている。 

  

大学院  

学部同様、入学者受入れ方針を募集要項・WEB サイトに公表し、受験生に周知を図っ

ている。大学院の入試では、出願を希望する者には受験資格審査において研究計画書を提
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出させ、審査の上で出願可否を通知している。また、事前に研究領域やテーマについての

相談を希望する場合は、大学院担当教員が個別に面談を行い、入学者受け入れ方針をも含

めて説明している。選考方法は研究計画書に基づく口頭試問・面接試験を大学院委員が 3

名体制で行い、大学院委員による判定会議に学長も加わりアドミッション・ポリシーに沿

った評価をしている。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

学部 

平成 28(2016)年度募集までは、志願者数が入学定員を上回ることがなかったが、平成

29(2017)年度より、学長以下全学をあげた学生募集の成果が表れ始め、4 年連続で入学定

員を上回る志願者数となった。特に令和元(2019)年に取り組んだ令和 2(2020)年度募集で

は志願者数が過去最高の 374 名を達成し、入学者数も 287 名となった。【表 2-1-4】 

学部別では、臨床教育学部の定員 150 名に対して、令和 2(2020)年度は志願者数が 188

名、入学者数も 165 名と定員を超え、経営教育学部も定員 100 名に対して志願者数 186

名、入学者数も 122 名と、平成 29(2017)年度以来の両学部定員を充足できた。【表 2-1-5】 

要因としては、第一に、本学の認知度を上げるためにインターネットを使った広報活動

を強化し、リスティングやバナー広告のほか、複数の業者サイトも利用したことにより、

資料請求数が平成 30(2018)年度は 8,536 名だったが、令和元(2019)年度は 9,274 名と、約

700 名増加した。 

第二に、本学を理解いただくために直接対話を重視し、高校等で開催されるガイダンス 

に積極的に参加した。さらに、兵庫県・大阪府を中心に高校訪問も強化した結果、オー

プンキャンパスの受験対象者の参加者が、平成 30(2018)年の 364 名から、令和元(2019)

年度には、422 名と約 60 名増加した。 

第 3 に、大学を挙げてのオープンキャンパスや個別相談などの来校者を受験に繋げるた

めに、ホスピタリティの精神を持ち対応した結果、全受験生のうち、オープンキャンパス

参加者の割合は 44.9％で、留学生を除くと 52.6％と、半数以上が一度は本学に足を運んで

くれていた。これに併設校の学園高校の受験生を含めると 63.2％となり、定員達成の大き

な要因となった。 

今後も積極的な募集活動を全職員一丸となって継続していく。 

 

【表 2-1-4】 入学定員に対する学生受入れ数の推移 

募集年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入学定員 250 250 250 250 250 250 250 

志願者数 245 184 192 284 274 333 374 

入学者数 236 173 178 271 242 261 287 

充足率 94.4％ 69.2％ 71.2％ 108.4％ 96.8％ 104.4％ 114.8％ 
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【表 2-1-5】 学部別入学定員に対する学生受入れ数の推移 

（臨床教育学部） 

募集年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入学定員 150 150 150 150 150 150 150 

志願者数 168 125 112 163 142 156 188 

入学者数 162 120 103 156 129 141 165 

充足率 108.0％ 80.0％ 68.7％ 104.0％ 86.0％ 94.0％ 110.0％ 

 

（経営教育学部） 

募集年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入学定員 100 100 100 100 100 100 100 

志願者数 77 59 80 121 132 177 186 

入学者数 74 53 75 115 113 120 122 

充足率 74.0％ 53.0％ 75.0％ 115.0％ 113.0％ 120.0％ 122.0％ 

 

大学院  

 大学院の受入れについては、定員を満たしていない状況が続いている。令和元(2019)年

に取り組んだ令和 2(2020)年度募集より英語英文学専攻修士課程の募集を停止し、入学定

員を 20 名に減員したが、充足率は 25.0％に留まった。【表 2-1-6】 

 学生受け入れ数の維持としては、各種広報物や WEB サイトによる情報発信に加え、

平成 28 年(2016)年度募集より大学院案内を作成して学内外の広報活動を行ってきた。ま

た、本学学部からの内部進学者に対しては入学金免除制度、社会人・現職教員には長期履

修制度を設けて入学者の増加に努めている。特に平成 29(2017)年度以降は、中学校技術科

の専修免許取得希望者の増加が目立っているため、継続して広報活動を行っている。 

 

【表 2-1-6】 入学定員に対する院生受入れ数の推移 

募集年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入学定員 25 25 25 25 25 25 20 

志願者数 11 3 9 4 6 8 5 

入学者数 11 3 7 3 5 6 5 

充足率 44.0％ 12.0％ 28.0％ 12.0％ 20.0％ 24.0％ 25.0％ 

  

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

学部 

入学定員の確保に向けて検討・努力することは、今後も本学の最重要課題と捉えている。

学部別入学定員に対する学生受入数においては、経営教育学部は平成 29(2017)年度より 4

年連続で入学者数が定員を超えた。一方の臨床教育学部では、令和 2（2020）年度は 2 年

ぶりに入学者数が定員を超えたが、児童教育学科だけで見ると 48 名と若干ではあるが定
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員を下回った。短期大学の募集停止に伴い、保育士養成課程を大学に新設することで児童

教育学科の志願者数増加に期待したが、定員を充足するまでには至らなかった。引き続き

トリプル免許の取得や教員採用試験の高い合格実績等を軸にして、受験生や保護者に訴え

る募集活動を行っていく。 

学生募集手段としては、認知度を高めるためにインターネット広告（リスティングやバ

ナー広告）やツイッター・ライン等 SNS を使った情報発信のほか、業者の WEB サイトも

活用している。これにより少しでも認知度を高めるとともに、資料請求者数の増加を目指

す。 

次に、本学の良さを理解していただくため、受験生と直接接触できる高等学校内ガイダ

ンスや進路説明会、さらに高校訪問、学校行事等への積極的な参加を継続する。そして、

高等学校教員からの推薦を中心に、受験生・保護者・高等学校に対し各種広報物による情

報発信、高大連携や出張授業、バス見学会、オープンキャンパス等のイベント開催により

接触を増加させ、アドミッション・ポリシーのさらなる周知・理解に加え、本学のカリキ

ュラム、取得できる免許・資格について広報に努めていく。特に、先述の通り、オープン

キャンパス等来校者の受験率は高いため、一人でも多くの受験生に足を運んでもらえるよ

うな魅力あるイベントの企画を常に検討していくことが重要と考える。 

学生受け入方針については、社会の変化や教育改革を鑑み、各学科を中心に必要に応じ

た改訂を検討している。選抜方法についても、高大接続改革に沿った入試のあり方につい

て入試委員会で議論を重ね、全ての入試で学力の 3 要素を評価できるよう令和 3（2021）

年度の入試制度について決定した。 

また、今後は入試制度別に入学後の成績を分析する等、入試の評価方法を検証し、より

適切な入試を実施できるよう取り組む予定である。 

 

大学院  

 学生の受入れについては、定員を充足できていない状況ではあるが、教員専修免許の取

得等、現職教員や学部からの内部進学者にとって他大学にはないメリットもある。本学の

研究領域や特色を各種媒体や教員からの紹介によりこれまで以上に発信し、周知されるよ

うに広報活動を継続する。 

 

2－2．学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）2－2 の自己判定 

「基準項目 2－2 を満たしている。」 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

本学は少人数教育を長きにわたり実践しており、１年次の「大学生活入門」と「キャリ

ア基礎」、2 年次の「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」は 1 クラス 20 名程度、3・4 年次の「専門

演習」は数名から平均 10 名程度で編成され、各担当教員は担任として、各部署等の職員
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と緊密に連携しながら学生の指導にあたっている。また、本学では毎年学期の初めに、履

修説明と履修登録の指導を、学生部、教学支援部の職員と、前述の担任教員が協力して行

っている。履修指導は『学生便覧』による指導とともに、教職員が共通理解のもとで履修

指導が行えるように『履修資料《教員資料》』を作成し、通常の履修指導はもとより、再履

修に関する詳細な指導も担任から行えるようにしている。 

このようなシステムによって、教職員と学生は円滑で望ましい関係を構築できているが、

一部学生の中途退学を完全に防ぐまでには至っていない。中途退学者の要因は、学納金支

払い困難という経済的事情、家庭内の問題、さらに大学生活不適応、専門学校への転学や

就職への進路変更、体調不良等に大別される。経済的理由に対しては、学納金の延納や分

割の方法によって対応を行い、中途退学防止に努めている。進路変更、大学生活不適応、

体調不良に対しては、オフィスアワーを周知し、担任教員が学生部・教学支援部・教育相

談所等と連携を図りながら、学生本人に指導・アドバイスを行い、必要に応じて保護者と

連絡を取り、問題の解決に学生とともに取り組んでいる。 

授業の出席状況について、全ての授業科目の出欠データを教務課で一括管理し、毎月初

めの「大学生活入門」「キャリア基礎」「キャリアデザイン」「専門演習」の授業日に合わせ

て、各クラスの全学生の出欠情報を指導資料として担任教員に配付している。欠席が続く

学生に対しては、状況の確認・把握や面談・指導等、早期に対応することができ、授業支

援の充実につながっている。 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

学部 

授業支援としての組織的な取り組みとして、今後ますます多様化することが予想される

学生への支援は緊急の課題である。その対策の一つとして TA 制度を平成 29(2017)年 4 月

より導入した。初年度は実習系の科目（情報機器の操作・水泳実習・スキー実習）に絞り

込んでいたが、2 年目以降は、中等教科教育法（技術）・情報処理基礎・教育の方法と技術・

留学生向け日本語の科目等拡大し、教職希望の大学院生と学部 4 年生に依頼した。TA と

して担当教員と協働し、指導の補助や学修支援を通して教育の質的向上を図ることで、教

職への資質を身につける実践的な機会になっている。 

 

大学院 

教育学研究科のどの専攻においても、学部同様に毎年度初めに履修指導期間を設け、指

導教員と職員がともに単位修得状況を確認しながら大学院生への履修指導を行っている。

また、指導教員は、オフィスアワーという学内での定められた時間の枠を超えて、密に連

絡を取りながら、懇切丁寧に大学院生へ研究状況の点検とアドバイスといった個別指導を

行っている。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では履修指導及び履修登録を教職協働で行う体制を整えている。学生と教職員がコ

ミュニケーションを交えながら個別の指導にあたることで学生の現状が把握でき、リアル

タイムに指導することができる。全体の履修指導だけでなく、丁寧な個別指導を行うこと
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によって、大学生活への適応支援や履修登録ミス防止の効果が得られていると判断してい

る。 

 今後は、多様化する学生の要望に対応するために、TA 制度を拡大し、学修支援を行う。

中途退学者への対応について、「大学生活入門」「キャリア基礎」「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」

や「専門演習」の担当教員と職員との連携とともに、部活動の指導者を交え、学生の単位

修得状況や出席状況を把握しながら指導を強めていく。また、オフィスアワー制度につい

ては、全学的に実施しているものの制度に対する学生の理解と活用が十分でない。今後は

オリエンテーションでの案内だけではなく、制度を活用する利点等を含め、講義の中でも

各担当者から周知を徹底していく。 

 

2－3．キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

（1）2－3 の自己判定 

「基準項目 2－3 を満たしている。」 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学のキャリア教育は、建学の精神である「人それぞれ天職に生きる」のもと、全学生

が天職を探求するためのキャリア教育科目群（選択・必修）を全学部・学科の共通科目と

し 16 科目開講している。年次を追って記述すると、高校生までの学びから大学生として

の学修に繋ぐために、1 年次前期に「大学生活入門」の科目を設定している。その後、１

年次後期には「キャリア基礎」を設定しキャリア形成の基礎を学ばせている。この両科目

は、担任制を導入して各クラス 20 名程度の少人数制クラスとしている。一方、2 年次の「キ

ャリアデザインⅠ（前期）」「キャリアデザインⅡ（後期）」では、1 年次同様に 20 名程度

の担任制を敷きつつ、学科内コースの専門性に繋がるようなクラス編成にしている。3 年

次からは、専門性を高めるゼミナールとして、「専門演習Ⅰ（前期）」「専門演習Ⅰ（後期）」、

4 年次の「専門演習Ⅱ（前期）」「専門演習Ⅱ（後期）」を配置して、天職を見つける指導を

施している。他方、3 年次からキャリア教育科目群（選択）として、就職を希望する学生

に対する「キャリアプラニングⅠ（前期）」「キャリアプラニングⅡ（後期）」を設定してい

る。さらに専門的なキャリア教育として「家業継承計画論」「販売ビジネス経営論」「フー

ドビジネス経営論」「不動産ビジネス経営論」「ファッションビジネス経営論」「自動車ビジ

ネス経営論」などを設定している。 

学生の就職活動に関する支援を目的に「就職部」を設置し、就職部職員と担任が学生情

報を共有して、キャリア支援にあたっている。 

情報教育としてのキャリア支援では、Microsoft Office Specialist（MOS 検定）やビジネ

ス統計など、初級から上級までを網羅した 15 種の検定試験対応の授業を展開している。 

インターンシップに関しては、教育課程内の学内推薦インターンシップ（1 単位）と教

育課程外の一般インターンシップ（単位外）を実施している。就職指導においては、全学
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生を対象とした就職部面接を 3 年次、4 年次に実施し情報を収集して綿密な学生支援を実

施している。さらに、授業以外でインターンシップに参加する場合の学内手続き等に関す

る説明資料を作成し、学生と教職員向けに配布・配信するとともに、学内推薦インターン

シップ（単位）の参加希望者に対しては、事前・事後研修を実施している。これ以外にも、

年間を通じてセミナーやガイダンスを学内で実施している。 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

民間企業を希望する学生の就職率が 90％程度で推移していることから、学生の支援に関

しては、各センター間の連携は強化されていると言える。就職を希望する学生へのサポー

トも、就職ガイダンス等の各種セミナーや自主学習支援講座（A スタディ）の実施をする

など、よりきめ細かく対応できるようにている。特にキャリア教育の導入により、初年次

から職業観に対する意識づけを行っており、3 年次のインターンシップへの参加呼びかけ

等で、より具体的な将来像を持つことができてはいる。 

その反面、学生の希望進路の多様化や「就職率 100％（就職を希望する学生が分母）」

という目標、そして就職後のミスマッチ防止、という観点で見ると、対応は不十分な部分

がまだあるため、各センターの役割のよりいっそうの明確化と各センター間の情報共有を

行い、教授会や学科会議においても情報と目標を共有し、教職員全員で学生を支援するよ

うな全学的な体制を今後も継続していく。 

 

2－4．学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（1）2－4 の自己判定 

「基準項目 2－4 を満たしている。」 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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本学の学生サービス、厚生補導のための組織体制は、【図 2-4-1】に示すとおり、学生課

を中心とする学生サービスのための事務局、教職員および各センター等による組織的支援、

「大学生活入門」「キャリア基礎」「キャリアデザイン」および「専門演習」担当者による

個別相談、学生健康管理センターを中心とする厚生支援とで構成されている。学生サービ

スの事務局は学部事務室に置き、様々な業務を通して学生支援に取り組んでいる。具体的

には、学生の自治組織である学生会への指導と助言、「大学生活入門」「キャリア基礎」「キ

ャリアデザイン」および「専門演習」担当者との連携、学生の個別相談窓口、新入生オリ

エンテーションや歓迎行事の実施、課外活動への支援、学園祭・スポーツ大会・謝恩会等

諸行事の実施、経済的な支援を必要とする学生への対応、下宿学生（単独世帯）の個別相

談、教育相談所・学生健康管理センターとの連携、学生生活調査の実施と分析等を行って

いる。 

学生支援相談室では学生生活の様々な局面で学生に対応し、学生の諸問題に対して指

導・助言するとともに、必要に応じて専門家によるカウンセリング等の支援も行っている。 

留学生および留学希望学生に対しては、国際交流課が支援と指導を行っている。具体的

には、海外大学留学生の派遣と受入（出入国管理、宿舎確保、渡航手続き等）、奨学金申請・

受給手続き、語学力向上を目的とした外国語でのおしゃべりサロン（チャットランチ）の

開催や学内 TOEIC L&R IP テストの実施（年 2 回）、各種語学検定受験の推奨、国際交流

情報の収集・提供や関連図書や英字新聞の配架・貸出等を行っている。派遣留学生とは常

に連絡を取り合い、留学先大学や保護者との連絡を密にし、受入留学生については基本情

報カルテを作成し、所在を明らかにするため出国届を義務付けている。受入留学生には、

充実した学生生活を送れるよう『留学生ガイドブック』を作成配布しているほか、教職員・

一般学生との交流を図る歓迎会やクリスマス会の開催、また日本文化理解のため地域文化

施設の無料パス配布等を行っている。 

  

【図 2-4-1】 学生サービス・厚生補導体制組織図 
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課外活動の中心は、前述のキャプテン運営委員会活動とクラブ活動、同好会活動である。

現在、文化系・運動系のクラブ、同好会等の公認団体が 26団体あるが、教職員が【図 2-4-2】

のような体制を構築し、また顧問・監督として各団体を支援している。 

学生課の支援のもと、キャプテン会議を開催し、キャプテン運営委員会活動や各クラブ

活動の円滑な連携と活性化を図るとともに、リーダーズ研修会（毎年 1 回）を開催し、学

生のリーダーとしての自覚を促している。 

各クラブにはクラブ助成費を毎年支給する支援体制が整っている。運動系強化クラブは

スポーツ振興室が、そのほかのクラブについては学生課が助成費配分計画を行っているが、

運動系強化クラブの特待生を対象とする手厚い支援は各種大会における優秀な成績に結び

ついており、成果を上げている。学園祭開会式典では毎年クラブ活動や学外活動にて顕著

な成績を修めた者を顕彰している。 

 

 

健康相談、心的支援、生活相談については、高等教育機関の教育的使命の達成にとって

必要不可欠な要素であると捉えており、学内の環境改善及び危機管理に寄与するものであ

ると考えて取り組んでいる。本学では学生健康管理センター、教育相談所、そして学生課

が窓口の学生支援相談室を設置して、それぞれが常に連携を取りながら健康相談、教育相

談、生活相談、心的支援等を行っている。 

学生健康管理センターは健康診断を定期的に行い、学生の健康管理にあたっている他、

健康増進のためのセミナー等も年度初めに開催している。なお、本学の健康診断の受診率

は 90％を超える。また、夏期のクラブ活動中の事故を未然に防ぐため、熱中症の予防と対

処法についての講習会を実施し、クラブ責任者の参加を義務づけている。近年流行し社会

問題となった麻疹については、麻疹抗体検査（麻疹 lgG 検査）やワクチン接種等を受け

るように強く啓蒙するとともに、学生及びその保護者に麻疹についての調査を行い、集団

感染予防対策を徹底している。 

（運動部系クラブ中心） 

学 生 部 

（文化部系クラブ中心） 

ク ラ ブ 活 動 

事 務 局 

学 生 部 ・ 学 生 課 

教学支援部  ・ 教 務 課 

クラブ指導者 学 生 

【図 2-4-2】 課外活動への支援体制システム図 

地域連携推進・ｽﾎﾟｰﾂ振興室 
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教育相談所では専門の相談員が学生に対し相談・検査やカウンセリングを行っているほ

か、随時、保護者や担当教職員の相談にあたっている。また、「ほっとルーム」を運営し、

発達障害等の学生の居場所づくりとともにソーシャルスキルトレーニング等の支援を行っ

ている。 

その他の生活相談については学生課等、学生支援する部門において随時相談を受け付け

ている。さらに様々な課題を抱えた学生情報を教職員で共有し、それぞれが適切に対応で

きるよう、定期的にケースカンファレンス会議を開催し、教授会に報告している。 

カウンセリング室では、人間関係や将来についての悩み等でカウンセリングを希望する

学生は元より、周囲の教職員がカウンセラーの介入が必要と認めたケースについても対応

し、継続的な心の健康の改善や保持増進を図っている。カウンセラーは集団守秘義務に基

づき、学内各部署とさらに連携し、学生が一貫した対応や配慮を受けることが出来るよう

努めている。 

学生健康管理センターでは、このような専門的な支援が、大学全体で総合的かつ適切に

提供されるよう教職員へ情報発信し協力を依頼するほか、学外機関と連携を図り、研修に

参加し、支援体制を強化している。また、合理的配慮の申し出について窓口となり、学生

と保護者、教員、各部署を結ぶ調整役となり、学生生活を支援している。 

このようなチームでの学生支援により、在籍 4 年間を通じて「面倒見のよい大学」を学

生が実感し、自信を持ち卒業後の就職や進路確定に取り組むことができることを目指して

いる。 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

学生会の中にキャプテン運営委員会や学園祭実行委員会が組織され 次期本部役員に引

き継がれる仕組みが整備されており、今後も学生の自主性を尊重しながら 学生会活動が円

滑に運営されるよう支援を行っていく。 また 学生全体の支援についても、学生課や教育

相談所、学生健康管理センター、国際交流課が連携を取りながら 学生への支援を行 って

いく体制が整ってきている。 

クラブ・サークル活動に関しては、強化クラブについてはスポーツ振興室が、それ以外

のクラブは学生課が日常的に発生するクラブ・サークルの活動に関する諸問題について支

援体制を整えている。さらにリーダーズ研修会（毎年 1 回）において各クラブ・サークル

のリーダーが集い、クラブ・サークルの運営方法や活動目標について意見交換を行う機会

を設け、リーダー同士の横のつながりや支え合いを通した学内活動の活性化を今後も図っ

ている。 

学生相談に関しては、様々な課題を抱えた学生情報を学生生活委員会などを通じ教職員

間で共有し、それぞれが適切に対応できるようにしていく。定期的にケースカンファレン

ス会議も開催しており、休退学やその他の不適応に関して相談ニーズを抱えている学生が

適切な支援につながるよう、健康管理センターと教育相談所を中心に教職員の各組織と連

携をさらに強化していく。 

 

2－5．学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 
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2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－5 の自己判定 

「基準項目 2－5 を満たしている。」 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

芦屋市六麓荘町の校地は、大阪湾と大阪平野を望む六甲山麓に位置し、大学本館の 5 号

館をはじめとして 7 校舎棟がある。校舎等建物の配置は【図 9-1】に示す。 

 学生および教職員の通学のため、芦屋市内各駅から六麓荘キャンパスまではスクールバ

スを運行している。また、教職員や来客のための駐車場とは別に、自家用車通学を希望す

る学生に対しては約 150 台収容の専用駐車場を設置している。 

 校地や校舎等の施設については、定員 1,000 名に対して大学設置基準に定められている

面積を上回る広さを確保している。 

 校舎・講堂・体育施設の敷地は 53,932 ㎡で、屋外運動場施設は、丘陵地に整備できな

かったので、芦屋浜に 18,210 ㎡の芦屋学園グラウンドを整備し、合計 72,142 ㎡を所有し

ている。 

 校舎等の施設は、講義室・演習室 2,585 ㎡、実験室・実習室 3,512 ㎡、研究室 1,492 ㎡、

図書館 1,310 ㎡、講堂 900 ㎡、体育施設 3,383 ㎡、管理関係 17,139 ㎡を備え、合計 31,287

㎡を所有している。 

 図書館（福山記念館新館）、体育館（福山記念館と第 2 体育館）、就職部、国際交流課、

学生健康管理センター、教職支援課、附置技術研究棟、教育研究所といった施設では、学

生および教職員の研究や教育をサポートしている。 

 

【図 2-5】 校舎等建物の配置 
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 キャンパスの全校舎には冷暖房を完備し、安全で快適な教育研究環境を提供している。

また、喫煙室を設置して完全に分煙を実施し、教育研究環境の快適さを促進している。 

 校舎、建物付帯設備、エレベーター、消防設備、廃棄物施設等の維持管理については、

学園総務部施設管理課が責任を負っている。同課には、電気主任技術者や第一種電気工事

士、第一級電気設備施行管理士、消防設備士甲種 4 類、消防設備士乙種 7 類、消防設備点

検資格者二種を取得している者が在職し、法令に沿って適切な維持管理に努めている。 

 同課にはまた、数々の建築工事を手がけた職員が配置されており、その職員は経験を活

かして施設設備等を維持管理するとともに、改修や改善の要望には計画的に対応している。

補修および点検、緊急の修繕については、状況に応じて専門業者に依頼することもある。 

 電気設備や給排水や衛生設備や空調設備やエレベーター等の管理業務、そして学内の清

掃については、専門業者に委託し、日常の教育研究活動が支障なく継続できるように図っ

ている。 

 消防設備については、消防法に従って年 2 回の点検を実施し、その都度、不良箇所を修

理交換している。そして火災予防を徹底させるため、施設ごとに防火責任者を定めている。

1 年に 1 回、学生と教職員が参加する避難訓練も実施してきた。日常の防火および防犯に

ついては、委託警備員が監視し、夜間もセキュリティが保持されている。 

  

芦屋大学・芦屋学園短期大学 

         校舎配置図 
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2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

実習施設として、福山記念館附置技術研究棟に木材加工実習室、木材塗装室、材料実験

室、栽培学実習室、金属加工実習室、電気工学実習室、製図実習室、CAD 実習室を、コン

ピュータ実習室を生命工学特別研究棟には環境生理学実験室を、自動車工学特別研究棟に

自動車工学実習室、音響・振動特別研究棟に音響実験室、振動実験室などを設け、それぞ

れの実習に対応した機器を備えている。 

図書館（閲覧者席数 146）は、図書館運営委員会と図書委員会が図書館の内規に従って

「館内図書」と本学各部署の「専用図書」とを購入している。令和元(2019)年 5 月 1 日現

在、図書館の蔵書量は図書 208,003 冊である。そして定期購読されているのは、雑誌が 99

誌、新聞が 11 紙である。視聴覚資料の数は 18,563 点となっている。 

 図書館の蔵書は司書・職員が維持管理している。図書館の開館時間は月曜日から金曜日

の 9 時から 17 時 30 分、土曜日の 9 時から 17 時である。令和元(2019)年度の図書館の利

用者数については、学内の延べ人数が 7,199 名、学外からの実数が 94 名だった。なお、

図書館ではコンピュータ・システム「情報館」（ブレインテック社）を採用し、OPAC 検

索システムを学内に公開している。図書館に設置されている利用者用パソコンは、蔵書検

索用の端末が 2 台、インターネットにアクセスできるパソコンが 7 台である。 

図書館の利用を促進することによる学生への学習支援として、必修授業・大学生活入門

として教員の協力のもと、新入生全員に対して図書館ガイダンスを実施している。図書館

ガイダンスでは館内の利用方法の紹介の他、情報収集（OPAC 検索）の仕方なども行って

いる。また、3 年生・4 年生の卒業論文作成に向けての論文コ－ナ－を設け寄与している。 

レファレンスサービスも、対面だけでなく、電話やメ－ルなどでのきめ細かな対応をして

いる。 

令和元（2019）年度の本学学生 1 人当たりの図書冊数は 217.5 冊であり、国公私立の学

生の平成 29（2017）年度平均 94.3 冊（「文部科学省学術情報基盤実態調査大学図書館編」

より）を上回っている。 

大学の施設開放の一環として、六麓荘町地域との交流の活性化に寄与するとともに、卒

業生への図書館利用サービスも併せて推進し、地域・社会に開かれた図書館をめざす。 

今後さらに六麓荘町地域住民の、利用度を高め、町内会との連携も図っていく。 

 学生が学習したり談話したりできるスペースとして、学生ホール（5 号館 1 階）を設け

ている。学生ホールの一角には、COMMUNICATION SPACE、CONCENTRATION 

SPACE を設け、学生が自由に使用できるパソコンを設置している。 

ICT 機器については、平成 29（2017）年度に全 PC ルームの PC の入れ替え及び各教室

にプロジェクターを設置した。PC の入れ替えについては、各性能もアップし操作性や動

作性が極めて向上した。また、授業支援システムの導入および中間モニタを設置したため、

授業中の学習者の支援・管理やファイル送受、画面共有など授業をより効果的かつ効率的

に行うことで教育の質の向上を図った。各教室へのプロジェクター設置については、教室

固定式を採用したために従来移動式のプロジェクター設置に費やしていた時間や労力を教

育に向けることが可能になった。さらに、プロジェクターへの接続には無線方式を用いる

ことで、準備に掛ける時間を極限まで少なくし同時にモバイル PC やスマートフォンで接

続することで、教育の質的向上及び授業での活用の幅が広がった。それ以外の教室では、
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移動式カートにセットされた AV 機器や貸し出し用のノートパソコンとプロジェクターが

活用されている。 

 体育施設としては、芦屋学園グラウンドのほか、複数のスポーツルームやトレーニング

ルーム、シャワー室を備えた福山記念館および芦屋学園第 2 体育館等がある。その中でも、

第 2 体育館内のトレーニング施設においては一般学生及び、クラブ所属の学生による使用

頻度が高くなってきていることもあり、器具等の入れ替えを随時行っている。 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

施設設備の利便性については、バリアフリーの設計思想に基づいて、スロープ、身体障

がい者用のトイレおよび駐車スペースをはじめ、各施設にエレベーターを設置し、関係者

が円滑に利用できるように配慮している。 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

授業規模については、学生数に応じて大規模（100 名以上）・中規模（40 名～100 名未

満）・小規模（40 名未満）に分かれる。また、指導においては、教員の教授中心型授業（い

わゆる行動主義）、学習者中心型授業（いわゆる構成主義）に分かれる。授業において扱う

学術分野・領域・内容や各学部・学科、コース、学年などの違いなどから規模や指導方法

の組み合わせが決定する。 

実際の履修者数においては、担当教員による希望により規模や指導方法が決定するが、

教務課および各学科、FD 委員会において、チェックする体制を敷いている。チェックに

は、学習者の概念的理解の向上、技能・技術の習得・熟達化、安全性（実習系）を第一と

し、必要に応じて学科会議や FD 委員会において審議する。特に、安全性の担保が優先さ

れる実習系の授業においては、想定する履修者数以上の場合は、担当者および教務課にて

協議し、授業の分割実施・複数名による授業などにより対応している。また、アクティブ

ラーニングの充実（能動的な学び）のために、語学や教職系の授業では、基本的に小規模

授業を実施し、グループ学習などの取入れのため移動式机・椅子が配置されている教室に

て行っている。大規模授業では、ICT を効果的に活用し、資料の提示、授業の進行、フィ

ードバックなどを円滑に行うなど、履修者に配慮している。 

その他には、履修する学生数に関係なく、担当教員の希望に応じ、TA を配置し、円滑な

授業の進行や学生支援を行っている。 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

 築年数から老朽化が見られる建物について修理改善が、また、各教室設置のプロジェク

ター、ケーブル等修理交換が必要な個所があるため、今後予算を組み修理改善が必要であ

る。 

 将来計画としては、教育実習（教員免許科目）における実習校で導入が進められている

電子黒板・タブレット端末等を、教職課程を担当する教員と協議の上、令和 2（2020）年

度に向けて配置を予定している。 
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 2－6．学生の意見・要望への対応 

（1）2－6 の自己判定 

「基準項目 2－6 を満たしている。」 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

授業アンケートの結果については、集計・分析結果を各教員、関連授業ごとの相対的結

果を各学科にフィードバックしている。その結果、各教員は自身の授業を省察し授業改善

に役立て、学科では今後の段階的な学びや教育方針の検討などに役立てている。 

 各研修においては、参加者から得られた教育に関する課題や様々な取り組みについて、

ＦＤ委員会で共有、取りまとめ、次回の研修に反映するなどし、何らかの形でフィードバ

ックできるように工夫している。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

本学では、様々な課題やニーズを抱えた学生を大学全体で支援するため、すべての教

職員と、専門職、カウンセラーが連携・協働する 3 階層の相談体制の強化を図っている。 

相談体制の第１階層である、学生と日常的に接する教職員や教学支援部、学生部等の

窓口職員は、初期相談窓口として、学生が安心感や信頼感をもてるような対応に努め、

自然な形で学生の成長支援を行っている。また、相談内容に応じて支援の内容を検討す

るほか、担当教員や専門的な相談窓口に繋ぎ、継続的に関与している。 

相談体制の第 2 階層として、「担任制度」を設け、学生が質問や相談をしやすい体制を

整えている。この制度を活かし、担当教員は学生指導を行う中で、学生生活上のつまず

きに気づき、必要に応じて専門的な相談窓口に繋ぎ、継続的に関与している。 

相談体制の第 3 階層では、教育相談所・修学支援室（ほっとルーム）・カウンセリング

室と健康管理センターが相談窓口として、第 1 階層、第 2 階層のみで対応できない、専

門的支援が必要な相談に対し、それぞれの専門性に基づき、学生や保護者の対応を行っ

ている。 

第 3 階層における専門的支援として、教育相談所は、公認心理師・臨床心理士・言語

聴覚士による、発達障害等に対する教育法、事例の統計的分析等の研究や公開講座開催

を基盤に、障がいのある学生を含むすべての方々にとって安心できる教育環境の整備に

努めている。学内においては、障がい学生の支援について平成 30 年に作成した、合理的

配慮の提供に関する『芦屋大学 学生支援の手引き』の教職員への理解と周知に努める

とともに、障がい学生の状況やニーズを把握し、教育を受ける機会を確保するため、大

学組織への働きかけや調整を実施している。 

修学支援室（ほっとルーム）では、公認心理師・臨床心理士・言語聴覚士が、学生の

学業や対人関係、生活等に関する悩みや困難に対応するとともに、大学が合理的配慮を
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提供する学生への継続的な教育的支援を行っている。また、学生本人や保護者が気付き

にくい特徴を捉え、個別ニーズに応じた支援を提供している。さらに、障がいのある学

生を含む困難を抱える学生に安心できる居場所の提供を行い、学内での孤立を予防して

いる。 

カウンセリングルームは、公認心理師・臨床心理士が、悩みや困難を抱える学生にカ

ウンセリングを中心とした専門的な適応支援・教育支援を提供している。また、必要な

場合は、他の専門的学生支援機関や医療機関と連携している。さらに、学生に対して、

学内における相談機関であることの周知および心の健康に関する知識普及として、毎月

全学生を対象にスマホ学生掲示板を利用し情報提供を行っている。  

学生健康管理センターでは、心身の健康問題に対する相談や保健指導、および修学支

援室（ほっとルーム）・カウンセリングルーム利用希望者の初期窓口として、スマホ学生

掲示板や HP を利用し情報提供や利用案内を行っている。保健師・看護師は相談に訪れ

た学生や保護者からの相談を通じて学生の成長と周囲の環境変化に応じて生じる様々な

問題を把握し、必要に応じて、3 階層の各部署と教職員に援助要請や専門的支援の依頼と

調整を行い、連携・協働して学生の大学生活適応を支援している。また、個別の特性に

応じた支援や合理的配慮が、大学全体で総合的かつ適切に提供されるよう、毎月教授会

とケースカンファレンスを通じて情報発信を行い、学生情報を教職員で共有を行ってい

る。合理的配慮の提供については、初期窓口となり、学生と保護者が希望する配慮につ

いて聞き取りや手続きを行い、教員・各部署との調整役と、検討会議への資料提出、配

慮が実施された後の見守りを実施している。 

 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

全学生対象に学修満足度調査を FD 委員会より行っている。調査内容としては、授業内

容（質）、（量）、授業進度、学修成果の発表、教室の設備環境等 34 項目、回答は 5 件法に

より実施している。日常の授業での指導法や教材、学習環境や支援体制などの学修全般に

関する全学的な学生状況の把握を通して、教員の指導支援の向上や教学改善を目指すこと

を目的としている。回答結果は半数が満足という傾向である。 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

学生の多様化が今後も進み、学生生活の諸問題も複雑かつ多岐にわたることが予測でき

る。そのため、様々な学生生活調査を行い、より広く学生の意見等を汲み上げ、学生の意

識と学生生活の実態を把握し、その調査結果を学生支援の充実と改善に役立てるようにし

ている。「大学生活入門」「キャリア基礎」「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」および「専門演習」

担当教員と関連各委員会、学生部との連携をいっそう緊密にし、学生の現状把握に努めて

いく。学生サービス・厚生補導のあり方については、SD 研修や FD 研修を活用する以外

に、日本私立大学協会等による研修会にも参加し、教員と職員とが協働し学生サービスの

体制を支えていく。 
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［基準 2 の自己評価］ 

基準 2 の学生の受け入れにおいては入学者の受け入れ方針を明確にして周知し、学生の

受け入れ方法を工夫した結果、平成 31(2019)年度から定員を充足している。志願者数も平

成 29(2017)年度からは定員を上回り、改善している。 

 教育課程や教授法については、教育目的を踏まえた教育課程編成方針は明確であり、体

系的編成や教授法の工夫・開発を実施し、さらにシラバスの改善と予習・復習の明確化、

厳正な成績評価を実施している。学習および授業の支援については教職員一体となって取

り組んでおり、特に学生サービスについてはきめ細やかに実施している。 

単位認定、進級および卒業・修了認定については、基準を明確にし、厳正な適用が組織

化・構築化されている。キャリアガイダンスについても、その充実のために就職部を設置

し、インターンシップをはじめとするキャリア教育の支援体制を整備しつつあり、就職・

進学に対する相談・助言体制も適切に運営している。教育目的の達成状況の評価とフィー

ドバックについては、学生が回答する授業アンケート調査を実施し、学生の資格取得状況

および就職状況も調査して、それらの調査結果から得られた課題の解決に取り組んでいる。

教員配置・職能開発と環境整備計画についても大きな問題はないことから基準 2 を満たし

ている。 

 

基準 3．教育課程 

3－1．単位認定、卒業認定、修了認定 

（1）3－1 の自己判定 

「基準項目 3－1 を満たしている。」 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

 ディプロマ・ポリシーについては、大学の理念と目標、建学の精神を踏まえて策定して

いる。策定したディプロマ・ポリシーは、専任の教職員にも周知され、学生に対しては入

学時に配付している学生便覧への掲載、毎年の履修登録説明会や学内掲示板への掲示を通

して周知をしている。また、学外に対しては大学 WEB サイトや大学案内に掲載し、広く

社会に周知している。 

 

大学のディプロマ・ポリシー 

建学の精神である「人それぞれ天職に生きる」と実践綱領を自覚し、在学中に専門的知識・

技能・人間力を身に付け、天職を通して個性や長所を発揮できる資質や能力を有している

人に卒業を認定し、学位を授与する。 

 

 大学の理念と目標、建学の精神に基づき、豊かな教養と人間性を身につけ、生きがいを

持って社会に貢献できる人材の育成を目指し、建学の精神「人それぞれ天職に生きる」に

併せて実践綱領「独立と自由」「創造と奉仕」「遵法と敬愛」を謳い本学の教育に反映させ

ている。 
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3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

 《臨床教育学部・経営教育学部》  

学部・学科のディプロマ・ポリシーを踏まえて、単位認定、卒業認定は周知している。

単位認定基準は入学時に学生に配付される『学生便覧』の「芦屋大学学則（抄）」第 5 章

卒業要件、資格取得、単位及び学士号第 7 条以降に明記されている。また、毎年度初め

に実施される履修登録説明においても、卒業要件について学生に周知徹底している。併せ

て配付される『シラバス』においても、「学生に対する評価」として各科目の成績評価方法

を明記している。 

《研究科》 

大学院においても、入学時に配付している『大学院便覧』をもとに、毎年度初めに履修

登録の説明会を行い、修了認定の基準の周知がされている。その際、教員と職員の教職協

働のもとで大学院生の単位修得状況を把握しながら、履修指導と研究指導の修学支援を実

施している。成績評価について、『大学院便覧』の科目別授業概要に「成績評価の方法と基

準」を明記し周知している。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

学部・学科での、単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準を、厳正に適用している

ことについては、「芦屋大学学則」第 5 章卒業要件、資格取得、単位及び学士号に示され

るように、学校教育法ならびに学校教育法施行規則、大学設置基準、学位規則に則り設定

されている。また、毎年度初めに実施される履修登録説明においても、卒業要件について

学生に周知徹底し、併せて配付される『シラバス』においても、「学生に対する評価」とし

て各科目の成績評価方法を明記していることにより、公正な成績評価を図っている。 

進級については、2 年次終了時の合計取得単位が 24 単位未満の学生には、上級学年の科

目取得申請ができないものと同じく学則に記載し、実質的な留年措置としている。 

卒業要件を得る定期試験受験については、「芦屋大学学則」第 5 章と併せて、入学時に

全学生に配布している『学生便覧』内に掲載の「学生生活の手引き」2.授業について、3.

試験について、4.試験に関する注意事項、5.成績評価について記載され、上記と同じく履

修登録説明会や各授業ならびに専門演習を含むクラス担任により常に周知され、厳正に適

用している。 

 また GPA 評価を部分的に導入し、その評価を特待生制度や奨学金制度の審査資料とし

ている。このため正確な審査資料が必要となり、各学期において講義回数が 5 回を超えた

時期に履修科目取り消し期間を設定し厳格な成績評価に取り組んでいる。 

 卒業判定については、在籍期間を満たし所定の単位を修得した者を学部教授会の議を経

て学長が卒業を認める。したがって、認定基準等は組織的に策定され、学生に周知されて

いることで明確化がなされている。 

 

 研究科においても、「芦屋大学大学院学則」第 3 章課程・専攻、履修方法等に示される

ように、大学院設置基準に則り設定されている。『大学院便覧』をもとに、毎年度初めに履

修登録の説明会を行い、その際、教員と職員の教職協働のもとで大学院生の単位修得状況
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を把握しながら履修指導と研究指導の修学支援を実施し、成績評価について、『大学院便覧』

の科目別授業概要に「成績評価の方法と基準」を確認し、修了認定の基準や履修方法など

の周知がなされ、校正に適用されている。 

 論文審査及び認定については、1 年次の段階で論文の中間報告を行い、翌年度には仮審

査を実施し、研究論文の提出まで継続的に指導している。仮審査においては、主査 1 名副

査 2 名による口頭試問を行っている。本審査においても主査 1 名副査 2 名による口頭試問

を行うことによって審査される。そののち本審査の結果は、大学院委員会において論文審

査の報告を行い、単位修得、論文の合否、そのほか学会等での研究者としての評価を大学

院委員会の議を経て学長が修了を認める。したがって、大学院においても認定基準は組織

的に策定され、厳正な運用がなされている。 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

学部、研究科ともに、単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準は明確化され、その

厳正な適用は組織化・構築化されている。しかし、学生が十分に認定の基準を理解し、卒

業や修了に向けて履修登録及び学修をしているかは明確でない。今後、学生が卒業認定や

評価の基準を十分かつ明確に理解したうえで計画的に学修ができるよう、配付資料を更に

改善し、情報提供と指導体制の強化に努める。 

また、本学の建学の精神や使命・目的を、大学に求められる社会的な要請の「これから

の企業・社会が求める人材像と大学への期待～個人の資質・能力を高め、組織を活かした

競争力の向上～（2015 年 4 月）」などと連動させながら、本学が策定するディプロマ・ポ

リシーがその要請に応えられているか、人材育成ができているなどを経年的に把握するこ

とが可能となる PDCA サイクルの構築に努める。 

 

3－2．教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

（1）3－2 の自己判定 

「基準項目 3－2 を満たしている。」 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

本学の学部・研究科のディプロマ・ポリシーを実現するために、カリキュラム・ポリシ

ーは、建学の精神を踏まえて策定している。カリキュラム編成は、基礎教養科目から専門

教養科目の学部共通開設と各学科開設科目の必修及び選択科目を体系的に配置し、学科別

の履修系統図において、学びの段階が把握できるように明示している。 

また、大学のカリキュラム・ポリシー「知的発達・身体的発達・社会的発達を人間力の
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向上と捉え、建学の精神と実践綱領に則り、初年次から一人ひとりの学生を支援する教育

体制を整える。これを踏まえて専門的知識の修得・行動力・思考力・判断力・技能・問題

解決力を身に付け、個性と長所を発揮する力を養成できる教育課程を編成する。」を基準と

して、学部・学科それぞれのカリキュラム・ポリシーへ展開されている。（各学部・学科の

カリキュラム・ポリシーは基準 2-1-④前掲） 

作成されたカリキュラム・ポリシーは、全学生に学生便覧とともに配布され、ガイダン

スや毎年の履修登録説明会を通して周知している。学外に対しては、大学 WEB サイトの

情報公開により周知している。 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーは、専門知識の習得とそれを生かす力

を重視している点で一貫している。専門知識を身に付けるための専門教養科目が学部・学

科で配置され、専門教養科目の中に専門知識を得るためだけではなく、人間力やコミュニ

ケーション能力、ディベート等の言葉で表現する力を身につけるため「大学生活入門」、「キ

ャリア基礎」、「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」を 1、2 年次に設定している。3、4 年次に研究

や調査を行う場である「専門演習Ⅰ・Ⅱ」と「卒業論文」も卒業要件に必要となる必修化

がされている。本学のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーは、大学の理念と

目標と建学の精神に基づき策定されており一貫性が確保されている。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

本学では学部・学科のディプロマ・ポリシーに合わせて、より専門性の高い独自のカリ

キュラム・ポリシーを定め教育課程を編成している。授業科目の開設については「芦屋大

学学則」別表１に示すように、大学の理念と目標は「豊かな教養と人間性を身につけ、生

きがいを持って社会に貢献できる人材を育成する。」ことであり、そのために建学の精神に

併せて実践綱領を謳い本学の教育に反映させた教育課程としている。 

学部・学科のカリキュラム・ポリシーはディプロマ・ポリシーに基づき策定しており、

この繋がりを可視化するために学科ごとの履修系統図を作成している。具体的には、各授

業科目が卒業までに身につける能力がどの項目と関連するのかを示すこと、学修成果の到

達にどの授業科目が寄与するのかを示している。 

臨床教育学部教育学科では、多様化する教育現場に対応できる教育者の養成を目指し、

教育学・心理学・スポーツ教育・地域スポーツ指導・ダンスに関わる専門的知識を探究し、

知識や高度な指導技術、また優れた実践力を持った人材を育成するための教育課程を「教

養教育」と「スポーツ教育」に分野を分けて体系的に編成している。 

臨床教育学部児童教育学科では、教育学ならびに教職教育を主軸に、優れた保育者・教

育者の養成を目指し、教養、専門性、実践力、社会性、自己実現力などの学士力を養うた

め、保育・教育課程の編成・実施、保育内容・教科の実践的指導・生徒指導／教育相談・

学級／学校経営・学校教育と教員のあり方に関する科目を設置することで体系的な教育課

程を編成している。 

経営教育学部経営教育学科では、建学の精神「人それぞれに天職に生きる」のもと、生

き方や職業に関する情報を積極的に提供し、学生に気づきと行動を促すキャリア教育を重
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視した教育課程を編成する。また、学科内の科目を通し自らの資質を向上させ、社会的、

職業的自立をはかるため必要な能力を養うことができるような教育方法・学修方法を考慮

した教育課程を「教職教育」と「キャリア教育」の分野に分けて体系的に編成している。 

研究科では、建学の精神と大学院の目的に基づいて、各専攻のカリキュラム・ポリシー

に即した授業科目が開設されている。科目の編成は「芦屋大学大学院学則」別表に示すよ

うに、教育学関連分野を主軸とする博士課程の教育学専攻と修士課程の技術教育専攻と英

語英文学専攻が設置されているが、それぞれが横断的・体系的に教育学の理論と実践及び

教授法・指導法を学問的に研究することができる。特に、学校教育現場の具体的諸問題を

臨床教育的立場から研究し学校教育に生かすことを重視した編成と教育が展開されてい

る。 

また、研究指導においては、1 年次の段階で修士論文の中間報告を行い、翌年度には仮

審査を実施し、修士論文の提出まで継続的に指導している。修士論文発表会は 1 年次生も

含めた研究指導の場として位置付け、テーマ設定、オリジナリティー、論証・実証性、妥

当性、研究倫理、プレゼンテーション力などを審査指導し、「研究方法」の科目を設定し

て、研究力量のアップに努めている。 

技術教育専攻では芦屋学園中学校・高等学校と連携して、教授研究を進めて成果を上げ

ている。さらに大学院生（とくに博士後期課程）の教授能力養成をめざして、ティーチン

グ・アシスタント制を導入している。 

博士後期課程は、指導教員による博士論文作成指導が中心であるが、修士課程の授業へ

参加してリーダーシップを発揮するよう勧めている。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

本学では、教養教育を重視している。学生一人一人が自律的な学習者として主体的に学

ぶための基盤を身につけるため、基礎教養教育として、学部を問わず大学での学びの基盤

となる必要不可欠な知識や技能の基礎を教授している。大学生活の全期間を通じて建学の

精神「人それぞれに天職に生きる」を体現し、良き市民となるための礎石づくりを行って

いる。これらの運営は、教学支援部長、各学科主任らで構成する教務委員会が担っている。 

全学共通で「基礎教養科目」、「外国語科目」、「保健体育科目」を設置している。「基礎教

養科目」は人文、社会、自然などの幅広い領域をカバーしている。中等教育までの学習を

再確認させるため、基礎学力の徹底のため、1・2 年生対象に本学が導入する A ドリルへ

の取り組みに力を入れた。E ラーニングの一環である A ドリルを全学的に導入し、入学

前教育を含め、積極的に取り組んでいる。 

「外国語科目」として、「英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」で留学生を除く全学生を 20 名程度の 10 ク

ラスにわけ授業を行っている。本学の入学者の英語の技能には大きなばらつきがあり、能

力別クラスで授業を行うことで、学生の語学力強化を目指している。「専門教養科目」の分

類になるが、そのなかの「グローバルラーニング科目群」は留学生の日本語能力向上とい

う、教養教育の役割も果たしている。 

 

教養教育として情報教育の充実にも取り組んでいる。ビジネススキルの取得を目指して、

MOS 検定（Microsoft Office Specialist Expert Word や Excel など）の他、ビジネス統
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計、IT ストラテジスト、マルチメディア検定、IT パスポートなど、約 20 種類の ICT 系

の資格を取得できるように情報系の科目を充実させている。 

ゼミナール教育を教養教育の中でも行っている点が大きな特徴となっている。１年次の

「大学生活入門」と「キャリア基礎」、グループワークによる演習を取り入れている。演習

後にはレポート記述を課し、書く力の育成に重点を置いている。尚、後期では特に学部・

学科の枠を超えたクラス交流を企画した。グループ演習を通して他学科の学生との協働活

動、異なる方向性の仲間を尊重する心を育てている。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

教授方法の工夫・開発については、学生が行う授業評価アンケート、教員が行う授業評

価アンケートや教員の授業参観などを行っている。大学として FD 委員会を組織し、FD

研修を実施し、教育内容及び方法について組織的な研修、授業方法の開発と研究を行って

いる。 

教授法の効果的に実施に向けてシラバスを毎年作成し、シラバスを通して学生に周知を

図っている。シラバスは学生と教員との契約書に当たるものであり、学生が授業を通して

身につけられる能力について記入する「到達目標」をはじめ、「授業の概要」、「授業時間外・

準備学習」、「授業計画」を設けている。成績基準を明確にするため、「成績評価」も設け明

示している。各教員には毎年統一したシラバス作成マニュアルを配付し記載内容の充実と

統一化を図っている。作成されたシラバスは、各所属長と FD 委員会がすべて点検（記載

内容が不適切であるかを確認）し、不備がある場合は加筆修正を求めている。この点検に

より基本情報を漏れなく記載し、結果シラバスの作成と内容の充実を十分に図ることがで

きている。 

また、1 年間に履修登録できる単位数の上限は 48 単位であり、そのことは『学生便覧』

に明記されている。ただし、教員免許状取得希望者や単位修得状況によっては、この上限

を少し緩和している。履修科目数の上限と進級や卒業の要件については、「大学生活入門」

や「キャリア基礎」「キャリアデザイン」「専門演習」でも担任教員が指導している。各学

科で行っている授業方法の工夫・開発は次のとおりである。 

 

【臨床教育学部教育学科】 

教育学科では知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度を養

うために、講義形式の他にグループ間でのディスカッション、学生が調査し、その結果や

考察の発表、視聴覚教材の活用等の授業法も積極的に取り入れている。また、大学設置基

準第 25 条の 3 に定められているように、各教員は FD 委員会が主催するアクティブラー

ニングの研修に参加するなどして授業技能の向上に取り組んでいる。 

その他に、1・2 年生を対象に基礎学力の定着や思考力・判断力の育成のための読書の推

進にも力を入れている。基礎学力の定着では、本学が導入している e-ラーニングシステム

「A ドリル」を活用している。確認テストにおいて全単元 70 点以上を目標として、すべ

ての学生の取り組み状況を明らかにし、細やかな指導を実施した。読書の推進では、図書

館訪問や、読書感想文の課題提出の他に、新たな取り組みとして教育学科の教員が薦める

図書と紹介文を冊子にし、学生に配布、紹介した。 
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【臨床教育学部児童教育学科】 

児童教育学科では教授方法の工夫・開発の具体例として、「保育内容指導法」では講義の

後半は附属幼稚園でグループでの実践という形式をとっている。個人での実習とは違い、

グループで行うことにより、共同で行う難しさと協力しあって成し遂げる達成感を生で体

感し、“協同的学び”に向かう保育について考察するなど、附属幼稚園との緊密な連携によ

り実現している。小学校や特別支援教育についても、兵庫県下の小・中学校で実施される

「自然学校」「トライやる・ウィーク」の指導補助、近隣の学校ボランティアへの参加を推

奨し、理論と実践の積み重ねにより、現場に即応できる力を養うよう指導している。さら

に、教員になったときに生かせるアクティブラーニングなど対話型授業の実践を「教科教

育法・国語」「道徳教育指導法」などで行い、新学習指導要領に則った教育を現場で実践で

きるように指導している。 

 

【経営教育学部経営教育学科】 

経営教育学科では 4コース 8専攻の教育内容を充実させるために、昨年度に引き続き科

目等の見直し・再編を行っている。教学改善では FD研修や学生・教員の授業評価を通じて、

主体的・対話的な深い学びを遂行できるように授業改善を行っている。  

基礎学力を充実させるために、入学前教育ではオンマインド型の教材「A ドリル」を利

用して 5 教科の学力の充実を図った。また、記述力や思考・表現力を高めるために、課題

作文の提出と添削指導を行った。一方、初年次教育（大学生活入門）では、ノートの取り

方、レポートの書き方、図書館利用など、大学での学びを支える基礎技能の充実を図ると

ともに、多様な学生がコミュニケーションを深めるためのコミュニケーション演習を充実

させた。他方では、3 年次以降の専門演習に向けて、2 年生のキャリアデザインでは担任

指導やコース別授業を展開した。また、後期終了時に卒業論文発表大会を企画し 1 年生、

2 年生全員に聴講させた。このことにより、卒業研究への関心や意欲を高め、各自の専門

性を意識させる活動を行った。以上のように、学科を上げて、学生の知識・技能、思考力・

判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度を養う教学改善を実施している。 

 

【大学院教育学研究科】 

本研究科の入学生は、現職教員、社会人、留学生などさまざまで、必ずしも一律の指導

がそぐわないので、各学生状況に応じたきめ細かい指導を行い、修士論文作成・学位取得

を支援している。 

小規模大学院の利点を生かして、教育学専攻（博士課程）、技術教育（修士課程）が合同

で、全教員がかかわる研究指導や科目の相互乗り入れなど、個性ある様々な院生の相互研

鑽を配慮して教育を進めている。 

博士後期課程については現職教員が多く、研究テーマは体験に基づく独自性がみられ、

個々のスタイルを尊重し、柔軟に指導している。修士、博士ともに学会発表の経験を重視

し、教員とともに発表することを推奨している。 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 FD 委員会を中心に、教授法の工夫や開発に向けてアクティブラーニングや授業改善に
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関する FD を複数回実施した。この成果を教育に還元できているかを継続的にチェックす

る仕組みを構築していく。今後も授業改善に関する研修機会を維持し教授法スキルアップ

を図る。教育課程については、学科単位での再検討を継続し、履修系統図・シラバスの改

善、カリキュラム・ポリシー沿った体系的な教育課程を明確にすることを目的に科目ナン

バリングを導入に向けて検討をしている。 

 また、これまで蓄積されてきた教授法の工夫や開発と効果的な実現において、教員が個々

の振り返りを行いその方向性を整理し明確にすることができるティーチング・ポートフォ

リオの構築を目指す。 

 

3－3．学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

（1）3－3 の自己判定 

「基準項目 3－3 を満たしている。」  

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

学修成果の点検・評価については、全学的な取組として、取得単位数、GPA、「授業評

価アンケート」の結果、免許・資格取得者数及び就職状況の把握を行っている。 

取得単位数については年度初めに担任に通知され、担任が個別指導を行うなどきめ細か

な指導を行っている。全ての学生の取得単位数や GPA など教学支援部で管理され、全教

員が確認できるようになっている。また、「授業評価アンケート」は全ての授業で実施され、

教員はアンケート結果（各アンケート項目の平均値、具体的要望についての記述など）を 

WEB ページ上で確認することができる。 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

卒業生の取得単位の状況は、年度末の卒業判定にかかる各学部教授会において、全ての

専任教員に報告される。また、GPA を含めた学生の学修状況を教学支援部内で随時確認

できることや、「授業評価アンケート」を実施していることから、それらの結果を見て、教

員は直ちに学修指導の改善に反映させることができる。 

免許・資格取得状況は教職支援課、就職状況は就職部が各学科と協力して集約・分析し、

教授会及び WEB ページ等を通して、全教職員、全学生にフィードバックしている。 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 総合的な学修成果の点検・評価を目指し、令和元（2019）年度より、全体の集計を待た

ず各教員が WEB 上からリアルタイムに担当科目の評価を確認することができる「授業ア

ンケートシステム」を導入したが、その諸々の状況調査の回答率が上がらないことが問題

となっている。これらのアンケートや他調査を含め、学生生活や学習環境などの改善につ
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ながる有益な情報となることを丁寧に説明し、多くの学生に回答してもらえる取り組みを

進める。 

また、定量的且つ効果的に状況調査が行えるように調査項目を合理化し、継続して FD

委員会や IR 推進室が中心となり、学修成果の点検・評価に取り組み、改善を実現するた

めに、学部学科や各種委員会とも連携を図り情報の共有を行っていく。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

本学では教育目的を定め、これを実現するための方策として、三つのポリシーを定め、

周知している。そのうえで、ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定、卒業認定および

修了認定の基準を策定、周知し厳正に適用している。 

 教育課程については、教育目的を踏まえてディプロマ・ポリシーと一貫性のあるカリキ

ュラム・ポリシーを定め、周知している・教育課程はカリキュラム・ポリシーに沿って体

系的に編成され実施している。カリキュラム・ポリシーに一貫性を持たせるため、履修系

統図を作成している。シラバスは適切に整備され、 1 年間に履修できる単位数の合計を原

則 44 単位とする上限を設定している。また教養教育を専門教育とともにバランスよく実

施している。 

 教授方法については、一方向による講義スタイルから、双方向になるよう、アクティブ

ラーニングを意識した教授方法の工夫・開発を目指している。 

 学習成果の点検については成績評価だけではなく、授業評価アンケートに基づいて学習

成果の点検を行っている。点検の結果、教育内容・方法および学修指導の改善を随時行っ

ている。 

 以上のことから、基準 3 を満たしていると評価する。 

 

基準 4．教員・職員  

4－1．教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1 の自己判定 

「基準項目 4－1 を満たしている。」 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確

立・発揮 

学長は大学の教育及び研究の全般を管理し、本学の管理運営についての主要な会議体（学

部教授会や大学運営会議等）において、学内の意思を決定する際に中心的役割を果たして

おり、教学の責任者としての任務を果たし、リーダーシップを発揮している。 

 

学部教授会、そして各学科で開催される学科会議を通じては、教学組織及び事務組織の
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業務が附議または報告されるため、学長の意思決定やリーダーシップが十分に浸透できる

ようになっている。各学科会議では助教を含めた専任教員全員が構成員であり、学部教授

会では専任講師以上の専任教員全員が構成員である。 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築  

学長の校務は「学校法人芦屋学園の組織及び運営に関する基本規則」第 6 条に定められ、

本学の校務についての最終的な決定権は学長にある。学長を補佐するため、副学長は学長

の指示に従って学長の業務を代行している。 

また、専門的な事項を検討するため、各種委員会が設置され、学長がその委員を任命し

ている。各種委員会での検討結果は、委員長等から大学運営会議に提案あるいは報告され

る。 

大学運営会議は、各部署で立案、決定した内容の報告を行い、教職員の共通理解を深め、

学内運営を円滑に推進する。学長自らが委員長となり、副学長、学部長、学科主任、事務

部門の部長以上の者で構成されている。また、大学運営会議では本学運営の重要事項を協

議し、学部教授会の議題を整理している。 
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【図 4-1-2】芦屋大学教学組織図 
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4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

本学園は、その使命・目的を具体化していくため、必要な組織を置き、「学校法人芦屋学

園事務職員等資格審査規程」に基づいて適切に職員を配置し、業務分掌についての規程に

基づいて業務を執行している。学園の法人事務局では、学園総務部、財務部、情報システ

ム室といった部署が学園全体に関わる業務を分掌している。また、学園の全教育機関（大

学及び短期大学、中学校・高等学校、幼稚園）が連携を強化しながら、一層効果的に業務

を推進するため、法人の事務局長と法人事務局各部署及び各教育機関の実務責任者が集ま

り、定期的に学園運営事務協議会を開催して各教育機関が理事会へ提出する議案を精査す

る場を設定している。その際、理事会への提出議案に留まらず、各教育機関の情報共有を

密に行っている。さらに、組織の編成や人員配置の修正も毎年度検討を行いながら、必要

に応じて実施している。 

また、円滑に業務を管理運営するため、「学校法人芦屋学園事務組織規程」や「学校法人

芦屋学園教職員規則」「芦屋学園給与規程」等の規程がある。 

なお、事務部門のほとんどは、5 号館 1 階及び 4 階に集中して配置している。また、学

生対応の部署が別々の場所に配置されていたが、同一の部署に統合したことで、今までよ

り一層の情報の共有、部門間の協力関係構築、業務執行の管理等の面でも有効に機能して

いる。 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

大学運営会議、学部教授会や各種委員会等での議論を活性化することによって、今後も

学長主導で大学改革を継続する。同時に、学長のリーダーシップのもと、全教職員が学内

の課題解決に取り組めるようにしていく。また今後は、統合した部署間の縦割り業務の改

善に取り組む。 

 

4－2．教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

（1）4－2 の自己判定 

「基準項目 4－2 を満たしている。」 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

大学設置基準第 13 条に基づく必要な教員数は臨床教育学部教育学科が 6 名（うち教授

が 3 名以上）、臨床教育学部児童教育学科が 6 名（うち教授が 3 名以上）、経営教育学部経

営教育学科が 10 名（うち教授が 5 名以上）である。各学科では、それ以上の教員数を確

保および配置し、教授の人数を満たしている。大学院教育学研究科においても教育学専攻

では、指導教員 3 名と指導補助教員 3 名、技術教育専攻では、指導教員 3 名、指導補助教

員 2 名を設置基準に則り確保および配置している。ただし、英語英文学教育専攻において

は、10 年以上も在学生ならびに受験者がいなかったこともあり、令和元(2019)年度をも
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って、英語英文学教育専攻の募集停止と同専攻に認可を受けている中学校教諭専修免許状

（英語）、高等学校専修免許状（英語）の取り下げを行ったことで、不足している指導教員

の補充は行わないこととした。 

教職課程における中学校教諭一種免許状（社会）・（保健体育）・（技術）、高等学校教諭一

種免許状（公民）・（保健体育）・（情報）、小学校教諭一種免許状、幼稚園教諭一種免許状、

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）に関する専任教員数

はそれぞれ教職課程認定基準を満たしている。また、令和元（2019）年度より認可を受け

た指定保育士養成施設（保育士資格取得課程）においても、指定保育士養成施設指定基準

の教科担当教員組織及び教員資格基準を満たしている。 

教員の採用や昇任などについては、「芦屋大学運営会議規程」「芦屋大学教育職員資格審

査規程」「芦屋大学教育職員資格審査規程細則」「芦屋大学大学院教育職員資格審査規程」】

に基づいて厳正に審査され、申請資格の適格性が判断される。とくに教員採用については、

公募を原則として候補者の教育能力や研究能力はもとより、本学の建学の精神を理解し、

学生指導ならびに行政業務等に積極的に参加していけるかどうかも重視されている。また、

教員の確保と配置については、大学設置基準第 3 条並びに第 4 条の基準を満たし、これ

ら教育研究組織における専任教員数は 大学設置基準第 13 条並びに 14 条、15 条、16 条、

17 条の基準を満たしている。また、大学院の教育研究組織の専任教員数は 大学院設置基

準第 9 条の基準を満たしている。 

 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

芦屋大学の教育理念及び各学部･学科の教育目的に基づき､教育･研究の環境ならびに

カリキュラム及び授業の内容･方法の改善のため､教職員の継続的かつ組織的な取り組み

を推進することを目的に FD委員会を設置する。構成員は、学長の指名する専任教員 1名、

教学支援部長、各学科から推薦された専任教員 5 名の計 7 名とした｡ 

以下に FD に関する実施事項を示す。 

① 全学教職員を対象とする FD の実施に関する事項 

② 教育･研究に関する講演会･研修会･研究会等の企画及び実施に関する事項 

③ 教員と学生の教育環境改善に資する交流活動の企画及び実施に関する事項 

④ 教育･研究の両面にわたる支援及び環境整備に関する事項 

⑤ 教育･研究助成等の申請に係る支援に関する事項 

⑥ 各学部･学科の FD 活動の集約及び情報交換に関する事項 

⑦ その他委員会が必要と認めた事項｡ 

 委員により必要な研修を定め以下の教育内容・方法等の改善の工夫・開発と効果的な実

施、研究支援等に関する FD 研修を実施した。 
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【表 4-2-2】FD 研修の内容 

開催日時 テーマ 内容 

2019 年 8 月 2 日（金） Excel を用いたデータ分

析基礎 

教学データを用いたデータ分析を行い、学

生の理解の促進や評価の傾向を探る。 

2019 年 9 月 11 日（水） 外部資金獲得（科研費）

方法 

外部研究資金の概略及び外部研究資金の

申請手続き、申請書作成方法等の解説をし

た。 

2019 年 12 月 4 日（水） ALのための授業方法 〜

ICT 活用と主体的・対話的

で深い学び〜 

ICT 活用によるアクティブラーニングや授

業設計・改善方法を学ぶ。 

2019 年 12 月 4 日（水） シラバスシステムの活用

とのシラバスの書き方 

シラバスシステムの活用方法やシラバス

の書き方について解説した。 

2020 年 3 月 18 日（水） シラバスの現状報告と評

価・改善方法 

シラバスの記載内容や AL に対応した授業

方法の明記や到達目標と評価の対応など、

現状を評価し改善方法を解説した。 

 

 以上、大学設置基準における教育内容等の改善のための組織的な研修ならびに教育改善

を目的とした調査等により本学の FD については必要十分の機能を果たしていると考え、

基準項目 4－2 を満たしていると判断する。 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

教員の採用、昇格の人事に関しては上述の規程が整備され、審査体制も整えられている。

今後も、バランスのとれた教員組織を目指し検討を継続する。教員の人事評価に関しては、

実施するには至らず、今後の検討課題となっている。質の高い授業の実現を目指し、FD

委員会が中心となって授業アンケートの結果を指標として、FD 研修会や研究授業および

意見交換会を開催している。日常的な教育に対する悩みや課題、また授業運営に関する課

題等を共有し、教員が自主的に問題解決に取り組んでいる。学生による授業アンケートは

現在各学期 1 回の実施としているが、更なる教育研究活動の向上・活性化に結びつける

うえで、実施方法と結果の公表の在り方を含めて改善を継続する。 

次年度のＦＤにおいても今年度同様に実施し、継続性を担保した FD 活動を実施する。

また、各種調査から得られた情報をもとに経年で多様な分析を行い広く還元できるよう努

める。その他、学協会等での研究等活動を進め委員の能力・専門性向上を図る。 

 

4－3．職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

（1）4－3 の自己判定 

「基準項目 4－3 を満たしている。」 
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（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

職員の能力開発については、OJT や自己啓発を中心に実施している。職員は実際の業務

の現場で直属の上司や先輩の職員に指導を受けながら日々努力を重ねている。 

平成 31(2019)年度の教職員向けの学内研修会は、FD 研修と SD 研修を合同で年 6 回開

催した。研修内容としては、「ガルーン・メールの使い方」「本学の障害のある学生への支

援について」「大学生の性教育の在り方について-個々多用で幸せな性的自立を育む-」「ハ

ラスメント防止対策研修会」「コンタクトスポーツをはじめ学内での事故や災害に遭遇した

場合の対処法を身につける」「シラバスの現状と改善について」の研修を行った。また、学

外研修については、教職員が必要に応じて参加している。日本私立大学協会、日本学生支

援機構、日本私立学校振興・共済事業団等が主催する研修会や大学コンソーシアムひょう

ご神戸研修交流会など、これまで教職員の能力を向上させるため参加を促進している。 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

今後、社会の変化や学生の多様化に対応しながら、本学が発展していくためには、教育

の質の向上とともに、教育をサポートする業務のレベルアップ、すなわち大学のみならず

学園全体の職員の資質・能力向上が不可欠である。そのほか、業務のさらなる効率化のた

め、いくつかの事務組織を統合すること等も検討する。 

今後は、単発的な受講型の研修ではなく、修了証が発行される継続的な研修や自己啓発

として本学業務上必要とする指定資格を取得した職員に対し報奨金を支給するなどの制度

を検討し、さらなる職員の資質・向上を目指す。また、他大学運営とそれを取り巻く環境

に関する知識や技能見聞等を広く学外の事例から獲得する学外研修についても 有用な職

能開発の機会として捉え その積極的活用に向けた検討を行う 。 

 

4－4．研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

（1）4－4 の自己判定 

「基準項目 4－4 を満たしている。」 

 

（2）4－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理  

専任講師以上の教員、特任教員に研究室が与えられ、助教には数名で使用できる共同研

究室を確保している。研究環境の整備については、空調、PC、プリンター、ネットワーク

環境、本棚が設置され、適切かつ有効に研究室を利用し研究活動に従事しており、少人数

であればゼミナール等の授業にも対応が可能である。教員の研究室以外では、PC とプリ

ンターを設置した大学院生用の共同研究室を図書館と研究棟に確保している。 

また、教員の研究支援体制については、大学総務課と FD委員会で全面的にバックアップ
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する体制をとり、科学研究費に代表される公的研究費の獲得を奨励している。 

具体的には、公募研修会の実施、公募に関する情報等の周知、学内外の研究申請及び執

行にかかる手続きがあげられる。（表 4-4-2） 

学内施設については、施設課の管理のもと、毎月有資格者、委託業者により定期点検を

実施し、適切に管理している。 

 芦屋大学・芦屋学園短期大学附属図書館では図書 208,003 冊、雑誌 2,569 タイトル、新

聞 11 社、視聴資料 18,563 件、その他貴重資料等も収蔵している。教員への研究に係る書

籍の貸出については、原則貸出期間は設けられているが、場合によっては長期に亘り貸出

を可能とし、研究を円滑に遂行できるようにしている。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用  

本学では、研究活動に係る責任・管理体制の明確化を図るため、「芦屋大学研究倫理規程」

等の諸規程を見直し、令和元（2019）年度に規程改訂（表 4-4-1）を行い研究倫理の確立

と厳正な運用を図っている。 

公的研究費の不正利用を防止し、適正な執行の充実のため、文部科学大臣決定「研究機

関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準（平成 26 年 2 月 18 日改訂））」

に基づき「研究活動の不正行為防止等に関する基本方針」を制定し、最高管理責任者を学

長、統括管理責任者を副学長、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者を学

部長として定め，機関内の責任体制を明確化すると共に、研究活動上の不正行為に関わる

告発・相談の窓口を法人事務局と大学総務課で受け付ける体制を整備している。 

また公的研究費の管理・運営に関わる全ての研究者及び事務職員に対して独立行政法人

日本学術振興会が提供している「研究倫理 e ラーニングコース」の受講を課し、修了証書

の提出を義務付けるとともに、未提出の受講対象者に対しては、受講を促すなど管理して

いる。さらに公的研究費採択者には誓約書の提出を義務付けている。教授会において、「研

究費の不正使用、研究活動における不正行為の防止について」説明を行い、個々の教員へ

周知・徹底を行っている。学生への周知として研究倫理リーフレットの配布を行っている。 
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【表 4-4-1】令和元（2019）年度改訂の研究倫理に関する規則及び内容 

規 程 目 的 

科学研究費助成事業交付金の取扱及び管理に関する規程 適切な取扱、管理 

科学研究費助成事業交付金に係る直接経費の取扱規則 直接経費の取扱 

科学研究費助成事業交付金に係る間接経費の取扱規則 間接経費の取扱 

芦屋大学研究倫理規程 遵守すべき規準 

芦屋大学 大学倫理委員会規程 組織、任務、審議事項及

び運営に関しての必要

事項 

芦屋大学における人を対象とする研究に関する倫理規程 社会の理解及び協力が

得られる適切な研究の

実施 

芦屋大学における人を対象とする研究倫理審査委員会規程 組織、任務、審議事項及

び運営に関しての必要

事項 

各大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程 厳正な管理及び不正行

為への対応するための

措置等の必要事項 

芦屋大学 公的研究費内部監査規程 研究費の取扱、管理に関

して行う内部監査の必

要事項 

芦屋大学 公的研究費内部監査細則 重要的かつ機動的な監

査の実施のための手順 

 

【表 4-4-2】研究活動の支援及び研究倫理に関する講習会等実績 

日程 内 容 参加者数 

4/15 科学研究費使用説明会①（継続・新規採択者対象） 3 名 

4/22 科学研究費使用説明会②（継続・新規採択者対象） 3 名 

5/8 科学研究費使用説明会③（継続・新規採択者対象） 1 名 

6/3 科学研究費使用説明会④（継続・新規採択者対象） 1 名 

9/11 FD 研究会【外部研究的資金の申請方法と手続き～採択

される申請書の書き方～ 

8 名 

9/18 研究倫理・公募説明会 41 名 

※公的研究費の公募等、個々の教員から依頼があった場合、随時対応をしている。 
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4-4-③ 研究活動への資源の配分  

本学では、専任助教以上の教員へ研究活動が円滑に取り組めるよう支援として個人研究

費（表 4-4-3）を助成している。研究費の支出に必要な手続きや注意事項等を定めた「芦

屋大学・芦屋学園短期大学教員個人研究費規程」及び「個人研究費ガイドライン」に沿っ

て、研究に必要な備品等の購入費、旅費、図書購入費等の研究活動に充てることができる。 

当該研究費の円滑な研究活動の施行に資するため、大学総務課の職員が支援を行ってい

る。また、退職者の 

使用していた備品等を余剰品として大学総務課で管理し、過去の研究備品を有効的に活

用し、貸出も行っている。 

 

【表 4-4-3】個人研究費支給額（年額） 

区分 支給額 備考 

教 授 200,000 円 - 

准教授 150,000 円 学長の許可を得たものに限り 200,000 円まで支給 

講 師 150,000 円 - 

助 教  50,000 円 - 

 

（3）4－4 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、研究支援における規程の整備、それに基づく展開については、ある一定の体

制は整備されたと判断している。今後は公的研究費の獲得に向けた教員の意識の高揚を促

すためにも、研究支援に係る満足度調査、外部講師による研修会の実施をするなど、公的

研究費による研究活動支援を拡充し、導入できるよう応募に対する研究活動の一層の活性

化を図るなど、改善に向けて進めていく。 

研究倫理の確立としては、従来の倫理教育に加え、ガイドブックを作成するなど啓発活

動を行うことを進めている。公的研究費に関わる教職員全員に向けた研修会についても公

的研究費コンプライアンス研修・研究倫理教育研修等を実施し、コンプライアンス教育の

推進を行ってきたがより一層の体制整備と携わるすべての研究者及び担当者への意識改革

を図っていきたい。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本学での管理運営体制においては、学長のリーダーシップの下、学部教授会や大学運営

会議など主要会議体における学内意思決定に基づいて教学・研究の全般に関し、適切な教

学マネジメントをおこなっている。教員と職員の資質向上となる効果的な FD、SD への継

続的な参加、改善への取り組みと、その実践による教職協働により、効果的な大学運営が

小規模大学での、本学運営に効果的なメリットをもたらしている。教育現場で必備となる

ICT 環境整備のさらなる拡充、および研究支援に関わる外部資金獲得等の情報共有により、

折に触れた的確なニーズに応えるための拡充を怠らない準備を平素より傾注するため、学
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内コミュニティが活性化・充実するマネジメント土壌が組織運営のベースに整備がされて

いる。研究倫理に関する厳正な運用については「研究機関における公的研究費管理・監査

のガイドライン（実施基準）」に沿った「研究活動の不正行為防止等に関する基本方針」を

定めており、本学では日本学術振興会が実施する「研究倫理 e ラーニングコース」受講終

了証書提出を持って、研究者が遵守するコンプライアンス教育のスキルを担保するための

定期的なワークショップの実施をしている。以上の観点より本学は、基準 4 に示す趣旨を

満たしていると評価をする。 

 

基準 5．経営・管理と財務 

5－1．経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1 の自己判定 

「基準項目 5－1 を満たしている。」 

 

（2）5－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

  

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

本学園の法人組織における管理運営体制は、「学校教育法」「私立学校法」「学校法人芦屋

学園寄附行為（以下「寄付行為」という。）」及び管理運営に関する諸規程に基づき、誠実

に執行されている 

設置者である学校法人芦屋学園は寄附行為に基づき理事会が設置され、学校法人の業務

は理事会で決定されることになる。理事の選任は寄付行為の第 6 条により、役員協議会と

理事会で審議、選任された理事をもって理事会を構成する。定数 9 人の理事は、選任条項

に従い選任され、うち 1 人が理事長となり、様々な社会的要請・課題に迅速に対応して

いくために、原則月 1 回開催し、日常の業務を決定している。理事会は管理部門と教学部

門を担う「担当理事制」をとり、両部門の連携はより密接なものとなっている。また、監

事定数 2 名の内、2 名は弁護士からの選任がなされており、役員協議会・理事会・評議員

会以外にも、学園内部の主要会議等に出席しては、意見具申を行っている。 

これによって、財務に関する部分のみならず学校法人の運営全般についての監査体制を

維持している。 

本学園の評議員会を、寄附行為により理事会の諮問機関と位置づけ、その諮問事項は学

寄附行為の第 4 章に規定されている。 評議員定数は 19 名となっているが、理事定数の 2 

倍を超える人数であることから欠員が生じやすいこともあり、寄附行為の選任条項に留意

しながら、役員協議会、理事会で速やかな欠員補充を審議しては定員の充足に努めている。 

大学長は寄附行為の第 3 章第 6 条により理事となり、常勤理事に選任されている。また、
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重要案件についても評議員会に諮問したうえ理事会で最終決定を行うなど適切に運営され

ている。 

 

5-1-② 使命・目的の実現への組織的努力 

寄附行為の第 2 章第 3 条では、「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従って学校

教育を行い、平和な社会に貢献する有用な人材を育成することを目的とする。」としており、

この目的に沿って、令和元(2019)年 6 月に理事会の承認を経て、本学園の「学校法人芦屋

学園 経営改計画 令和元年度～5 年度（5 ヵ年）」を策定している。この「中長期計画」

では芦屋学園の建学の精神・理念に沿った教育の概念・目的を掲げるとともに、目指す方

向や行動目標、具体的施策等を定めており、理事及び教職員の共通認識を図っている。 

各年度の事業計画、予算編成と方針は、本学園の「中長期計画」に則って継続性を持っ

て策定しており、各年度の事業計画に対する実施状況は、「事業計画書」「事業報告書」「監

事監査報告書」として財務諸表も含めて、本学園 WEB サイトにより学内外に公表してい

る。 

「学校教育法」「私立学校法」「大学設置基準」をはじめとする大学の設置、運営に関連

する法令の遵守はさることながら、本学園の法人組織における運営体制は、寄附行為や「芦

屋大学学則」、芦屋学園中学校・高等学校学則、芦屋大学附属幼稚園則に従い、諸規程は、

「学校教育法」「私立学校法」「大学設置基準」等の関係法令に則り整備し、遵守すべき事

項は適宣定めて運営している。 

本学園は「大学設置基準」に基づき、大学の設置、運営に関連する法令を遵守し円滑に

進めている。 なお、平成 26 (2014) 年度の「学校教育法及び国立大学法人法の一部改正

する法律」の趣旨に則り、大学の学則及び関連規程を改正した。大学教育を推進する上で

特に必要な規程として「学校法人芦屋学園個人情報保護規則」「学校法人芦屋学園公益通報

者の保護等に関する規程」「学校法人芦屋学園ハラスメントの防止等に関する規程」等を定

めている。また、「学校法人芦屋学園就業規則」においては、教職員に諸規程の遵守と本学

園の正常な運営に対する責務を果たすよう規定し周知徹底している。さらに、「寄附行為」

第 7 条を定め、監事機能の充実を図るため監事の設置及び、「学校法人芦屋学園内部監査

規程」に則った内部監査室の設置を行い、本学園の業務全般について、法令、寄附行為及

び学園の諸規程に沿っているかの合議制の確保、経営基盤の確立のための効率性及び経済

性の確保、教育研究、教育効果の向上の確保し、「学校教育法」「私立学校法」「大学設置基

準」をはじめとする各教育機関の設置、 運営に関連する法令を遵守している。 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

環境保全の配慮には積極的に取り組んでいる。省エネルギー対策として、教職員、学生、

来学者に対してクールビズや節電等をメール、ポスター掲示や研究室指導等を通して呼び
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かけ、効果を上げている。また、設備や器具の更新には省エネルギー型の設備や照明器具

に順次変更しつつある。 

人権への配慮として、「学校法人芦屋学園ハラスメント防止等に関する規程」を制定し、

万が一にも不測の問題が発生した場合を想定し、救済と解決に向けた対策が取れるように

している。       

人権への配慮に関わる具体的な活動として、人権問題に関わる基本方針、人権教育、教

職員への人権研修（FD 研修・SD 研修）等、学生・教職員の人権意識の教職員向けの学園

内外の研修会への参加を促し、人権に関する学習・研修内容は、毎回、創意工夫しながら

題材を決定している。 

個人情報の取扱いについては、「学校法人芦屋学園個人情報保護規則」を整備し、個人情

報の漏えい予防等に努め、適切かつ円滑な運営を図っている。 

 安全管理への配慮については、「学校法人芦屋学園衛生委員会規程」「学校法人芦屋学園

ストレスチェック規程」「学校法人芦屋学園危機管理規程」等に従って実施し、救急・救命

活動に有効とされている AED（自動体外式助細動器）を大学敷地内に 4 か所配置してい

る。消防設備の点検は年 2 回実施し、学内にいる学生等には、担任をする教職員が避難

誘導等を行う体制を整えている。 

教職員の健康・管理は、「学校法人芦屋学園衛生委員会規程」の基に「健康管理センター」

により支援体制が整えられており、必要とされる場合は産業医の指導の下に維持されてい

る。 

情報管理については「学校法人芦屋学園個人情報保護規則」「学校法人芦屋学園情報資産

運用・管理規程」「学校法人芦屋学園グループウェア利用規程」を定め、教職員及び学生に

対して 基本方針、遵守事項を周知している。さらに、サーバーコンピュータ、学内 LAN、

情報演習室、各研究室、事務室等のパソコンには、セキュリティ対策を充実させ、ウイル

ス、不正侵入、ハッキング等に対する安全管理を行っている。 

 

(3）5－1 の改善・向上方策(将来計画）  

本学園は、経営の規律と誠実性は十分に維持できるよう努力しているが、常にその社会

的 責務を再認識し、経営の規律と誠実性、建学の精神や経営方針に基づき地域社会に貢献

できる組織として、より一層の努力を重ねていく。さらに、学生を取り巻く教育環境の変

化にも柔軟に対応できる体制を整備し、地域社会や保護者等への説明責任を果たし、信頼

される教育機関を目指していく。また、常に透明性のある経営に努め、教育の質を向上さ

せる観点から自己点検評価を実施し、第三者評価や外部監査、内部監査に適切かつ迅速に

対応していく。全教職員の共通認識に立った危機管理体制の確立、適切な環境保全・人権・

安全への配慮を行い、情報公開については、積極的に推進していく。 
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5－2．理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 

（1）5－2 の自己判定 

「基準項目 5－2 を満たしている。」 

 

（2）5－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

「学校法人芦屋学園寄附行為（以下、「寄付行為」という。）」の第 5 条の定めによって、

理事会は、次の 9 人で構成されている。(1) 芦屋大学長 (2) 芦屋学園短期大学長 (3)芦屋

学園高等学校長 (4)評議員のうちから理事会において選任された者 (5) この法人に対する

功労者のうちから理事会によって選任された者 (6) この法人の役員又は教職員でない（私

立学校法第 38 条第 5 項及び第 6 項の定めるところによる）学識経験者のうち理事会にお

いて選任された者と定義されている。理事会は「寄附行為」に基づき理事長が招集し、例

年 11 月の理事会において必ず「予算大綱」ならびに「事業計画」を確認し、理事として

の自覚を再認識し、意思統一を図っている。また、理事業務分担に関する申し合わせが提

案され、各理事の担当業務を明確にしたうえで、学内外の必要な情報を収集し、進めた調

査研究を互いに交流することを通して理事会の活性化を目指している。 

理事会では原則として、法人の日常業務の決定ならびに管理部門・教学部門との調整・

連携事項の検討、理事会・評議員会に付議する事項、それらの実施方法等の検討を行うが、

上記のメンバーで構成しているため、緊急の課題に対しても、速やかに対応することがで

きている。審議事項については、役員協議会に提案され、議案により関係役員が説明を行

う。そこでの審議を経て、理事会に付議される。 

評議員会では、「寄附行為」第 20 条の諮問事項（予算、事業計画、寄附行為の変更、

その他法人業務に関する重要事項等）に対し広く意見を聴取し、それらを参考に理事会で

意思決定する。理事会で本学園の中長期計画の見直しをし、可能な限りの数値目標等を設

けている。 

理事会は、理事長を議長として大学長（教学マネジメント担当）、短期大学長・中学・高

等学校長（短大教学・中高マネジメント担当）、法人事務局長代行（人事・労務担当）、財

務部長（財務担当）、附属幼稚園担当理事、同窓会担当理事、コンプライアンス担当理事と

いうそれぞれの担当制を敷くことによって、本学園全体の動向が把握できている。 

 

（3）5－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学園の管理運営上の様々な課題に対しては、主体的かつ機能的に対処するため、理事

会で本学園の中長期計画の見直しをし、可能な限りの数値目標等を設定し達成状況を評価
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していく。また、18 歳の人口減少を踏まえて、学生確保の戦略的な方策を具体的に検討

するため、入試広報部とも連携し、各部署長を中心として包括的に学園及び各教育機関の

経営の今後のあり方を各教育機関長等の参加のもとで行われる、「学園運営事務協議会」で

意見交換したものを理事会へ提言、更なる具体化を図っていく。 

 

5－3．管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3 の自己判定 

「基準項目 5－3 を満たしている。」 

 

（2）5－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

理事会においては、寄附行為変更、芦屋大学学則変更、予算・決算、役員人事などの重

要事項につき決議を行っている。また、常勤理事である大学長が、大学の教学と経営の両

面における重要事項の説明ならびに報告を行っており、大学と理事会が十分な意思疎通を

図ったうえで決定している。以上のことから、法人及び大学の各管理運営機関の意思決定

の円滑化に向けて意思決定ができる体制を表明していると自己評価する。 

大学運営会議は月一回開催している。学長をはじめ副学長、各部署長が構成員となり理

事会の方針、大学における課題を確認するとともに、それらの対応策を審議している。 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

大学においては、定例の教授会が月 1 回開催されている。出席者は学長・副学長と学部

長・教授・准教授・講師、事務各部門長が出席し、教育・研究に関する重要事項について

審議、決定している。専任教員と事務部門の一部の職員は、この他に教育活動を推進する

ための各種委員会にそれぞれ属し、各部長や主担が招集する会議の場で各部門の課題や懸

案事項について審議・報告を行い、情報の共有化を図っている。教職員間の伝達について

は、グループウェアの掲示板への掲示、教員に割り振られた専用のメールボックスなどで、

学内外の情報を迅速かつ確実に伝えるように工夫している。 

 

（3）5-3の改善・向上方策（将来計画） 

理事の業務の執行状況と財産の状況を監査する立場にある監事による監査については、

「私立学校振興助成法」第 14 条に基づいて適格に行われている。予算案と事業計画案に

ついては、各部門部署から事前に提出された後にヒアリングが行われ、適切な予算計上と

事業計画策定ができるシステムを確立している。決算と事業報告については、外部からの
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会計監査法人と本学園の監事からの監査により、その結果報告が行われている。 

5－4．財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4 の自己判定 

「基準項目 5－4 を満たしている。」 

 

（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本学園の経営状況の根本的な改善に向け、5 ヵ年にわたる中期計画を立案実行しており、

令和元(2019)年度は、活動区分資金収支計算書における教育活動資金収支差額の黒字化を

実現することができた。令和 2(2020)年度は当面の目標であった経常収支差額の黒字化達

成を目指している。 

  教育研究活動を永続的に担っていくうえで経常収支黒字化は必須であり、そのために収

入面では学生生徒等納付金収入に係る学生の確保、支出面においては人件費の抑制を図る

ことが最も重要であり、加えて計画的な諸経費の削減が課題となる。 

  大学の学生数は、平成 27(2015)年度 801 名、28(2016)年度 757 名、29(2017)年度 801

名、30(2018)年度 807 名、令和元(2019)年度 892 名と年々増加傾向にある。令和 2（2020）

年度募集の入学者予定人数を含むと 1002 名となり、収容定員 1000 名の確保ができた。 

学園全体の令和元(2019)年度の人件費比率は 58.5％となり、平成 27(2015)年度の 76.4％

から約 20％改善している。 

中長期計画に基づく予算編成に関しては、各部署が予算積み上げによる計画を策定して

いる。ヒアリングを通じて、予算の配分を精査するとともに、各部署の予算額に対する意

識の向上により、予算管理の精度を高めている。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

学園全体の平成 30(2018)年度末現金預金は 753 百万円であったが、令和元(2019)年度は

41 百万円増の 794 百万円となった。令和元(2019)年度末時点の正味財産は 15,368 百万円

である。 

事業活動収支の経常収支差額は、平成 23(2011)年度 1,492 百万円の支出超過であったが

令和元(2019)年度 287 百万円の支出超過となった。依然として支出超過ではあるが、この

8 年間で大幅な経費圧縮を実現した。令和 2(2020)年度は経常収支差額が黒字の計画であ

り、今後も安定した財務基盤の確立が可能である。貸借対照関係指数による財務比率は収

支の改善に伴い改善方向となることが思料される。 

 今後、少子化等の影響により学生生徒納付金収入を安定的に確保するのが難しくなるこ

とが予想される中、外部資金導入の重要性については全教職員が認識しており、科学研究

費助成事業をはじめとする競争的資金の獲得に向けて積極的な取り組みが必要である。 

 事業収入については、本学園の特徴を活かした補助活動事業として、「バレエ教師課程デ
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ィプロマコース」の運営などで、安定的な収入となっている。 

 

（3）5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

少子化等の影響により、学生生徒等納付金収入を安定的に確保するのが難しくなること

が予想される。今後は、適正範囲内での効率的な広報活動の展開により、社会のニーズに

合った大学の魅力をアピールする。また、中途退学者を減少させる方策として、学生相談

窓口、奨学金制度等をより一層充実させる。 

 令和 2(2020)年 3 月に短大が閉学したことで、大幅に増加した遊休不動産の有効活用及

び売却等を検討する。また、積極的な寄附の募集活動によって寄付金の増収を目指し、財

政面での安定化を図る。 

 

5－5．会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5 の自己判定 

「基準項目 5－5 を満たしている。」 

 

（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

「学校法人会計基準」や「芦屋学園財務規則」等に基づいて、適正に会計を処理してい

る。また、「資産運用規程」等を定め、会計システムによって、安全かつ適正に資産と資金

を管理及び運用している。 

 試算表や補助簿等財務関連書類は毎月適時に作成し、予算の執行状況を含めて月次決算

の形で財務担当が理事長に報告している。 

 「学校法人会計基準」に従った財務諸表については、会計システムよって財務課長が作

成して財務部長が確認する体制により、適切な会計処理を担保できている。また、監査法

人と連携しながら適正に決算業務を行っている。 

 予算を補正する際は、「寄附行為」第 31 条に基づいて理事会を開催し、そこで議決して

いる。 

 補正予算の編成については、中間決算等の状況を参考にしながら、その必要性を検討し

ている。補正予算編成が必要な場合は、評議員会への諮問の後、理事会が決定している。 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 会計監査は、監査法人による監査と監事による監査とから成り立ち、法令や規程に則っ

て厳正に実施している。 

 監査法人による監査については、監査契約が結ばれ、「私立学校振興助成法」第 14 条第

3 項の規定に基づいて計算書類が監査され、令和元(2019)年度は 11日間(平均監査担当者

１日当り 4.3人)の監査スケジュールだった。 

 監査事項については、計算書類、すなわち資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む）、
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事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を

含む）等の会計帳簿書類の確認のほか、理事会の議事録等を基に取引内容と会計処理が監

査されている。 

 監査の結果は、監査意見を含めて監事監査報告書で通知されている。なお、監査時の指

摘事項については、ただちに当該部署が改善策を実施すること等によって業務を改善して

いる。 

 一方、監事による監査については、決算原案が完成した時点で会計帳簿書類（資金収支

計算書他）を閲覧することによって、決算の資金収支、事業活動収支、資産負債の状況な

らびに計算書類の準拠性、保全状況等を調査している。さらに、諸会議の議事録等の閲覧、

理事や教職員からの聞き取り調査によって財産の状況を監査している。監事による監査の

結果については、理事会と評議員会に監事監査報告書として提出されている。また監事は、

監査法人と連携しており、監査法人による監査に立会い、監査状況の報告を受けるととも

に、監査法人と意見を交換している。 

 

（3）5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

 今後も監査法人や監事と情報共有を密にしながら法令や規程に則って適正に会計処理

を行う。 

また、令和 3(2021)年度より、学園全体の情報システム変更にともない、会計システム

を変更する予定である。事前に旧システムからのデータ移行を計画的に行い、操作方法な

どを確認することで、適正な会計処理を継続できるように準備をすすめていく。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

 本学は、建学の精神に基づく教育理念を実践することで、高等教育機関としての社会的

役割を果たしている。本学は、「寄附行為」と「寄附行為施行細則」によって適切に運営

されており、教員と職員が協力し、本学運営についての会議や教学についての各種委員会

に参加している。 

 財務基盤と収支については、中長期計画に基づき適切に運営し、安定した財務基盤の確

立に向けて、令和 2(2020)年を目途に収支の改善に取り組んでいる。 

令和元(2019)年度は対前年度比人件費で 28 百万円（退職金除く）増額したものの、教

育研究費と管理経費で 150 百万円の経費を削減できている。 

令和 2(2020)年の経費関係は、人件費を含め前年度並みで推移する計画である。学園全

体の入学者数は増加傾向であり、これらの推移により収支のバランスは着実に改善されて

いる。今後は寄付金の募集や補助活動事業の積極的展開によって収入の安定化につなげて

いく。 

 会計については、「学校法人会計基準」や「芦屋学園財務規則」等に従って適正に処理

し、毎月、財務関連資料、対過去 5 年実績との比較等を財務担当が理事会に報告し、財務

に対する認識を理事全員が共有している。補正予算の編成が必要な場合は、評議員会への

諮問を経て理事会が決定している。 

会計監査については、監査法人による監査と監事による監査とがあり、法令や規程に則

って厳正に実施している。監査法人による監査は、「私立学校振興助成法」の規定に基づ
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いて計算書類の監査を中心に実施され、その結果は、監査意見を含めて監査報告書として

通知されている。監事による監査では、計算書類の監査とともに、理事や教職員に聞き取

り調査を実施している。その結果についても、理事会と評議員会に監査報告書として提出

されている。法人の業務及び財産について監査する 2 名の監事はまた、理事会に出席して

意見等を述べており、理事会への監事の出席状況も良好である。 

 これらのことから、基準 5 で求められている項目を満たしていると判断する。 

 

基準 6．内部質保証 

6－1．内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1 の自己判定 

 「基準項目 6－1 を概ね満たしている。」 

 

（2）6－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 本学「芦屋大学自己点検・評価実施規程」第 1 条および第 4 条に示すとおり、本学が受

審をしている、日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に準拠した、内部質保証に関

わる組織及び責任体制として、自己点検・評価委員会が中心となり、本学の教育研究活動、

組織運営を行っている。第 5 条に示す評価結果は、教員と職員が協同で『自己点検評価書』

を作成し、各部署での課題改善に取り組むため、学長を中心とした運営会議にて随時、諸

課題内容の報告および改善の提案が行われている。 

 しかし、第 6 条の目的を達成するための内部質保証の透明性を担保するための学外有識

者を含む外部評価委員を招いた検証では、令和元（2019）年度から一部稼働を始めたもの

の、学内規程としての、外部評価委員会に関わる諸規程が未整備な状態であるため、内部

質保証体制としての組織体制は、未整備であると判断をする。 

IR 推進室が分析した表 6-2-1 に示すデータに基づき、具体的な改善方策の反映をするた

めの組織改革に着手している。 

 自己点検評価書の作成にあたっては、自己点検・評価委員会へ各部署より提出・集約さ

れたエビデンスデータに基づいて記載内容の検証を確認しつつ、内容に基づいた学内組織

上での問題点の発見に努めている。規程が示す組織運営の実態と齟齬が迅速に掌握できる

よう、各部署間の密接な小会議体での運営を通じ、教職員が一体となって規程が示す事項

の遵守項目となるよう、絶えず情報交換を継続している。 

 

（3）6－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学が自己点検評価の運営をする上で、必要最少人数の教職員体制で、複数兼務状態を

抱える組織運営体制が、客観的な質保証としての人員配置の構造的な問題を抱えた点で、

適正な再構築を要する。組織面・諸規程の整備を早急に進めていく。 

 

6－2．内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 
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（1）6－2 の自己判定 

「基準項目 6－2 を満たしている。」 

 

（2）6－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

 本学の自己点検評価は、本学が策定する 3 つのポリシーの内容に基づき、各部署間（学

科会議、運営会議、各種委員会）が相互に会議体で議論されたことにより、迅速に情報を

共有している。自己点検・評価委員会が作成する『自己点検評価書』は、情報共有を図る

ためのグループウェアにより共有され、また大学 WEB サイトに掲載し社会への公表を行

っている。 

  

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

本学では学長の直轄事業として平成 31（2019）年度より IR 推進室（以下「IR」という。）

を設置している。 

IR では、下表（表 6-2-1）の通り、教学面とりわけ学生・教員を主体とする定性的課題

に対し、各データの蓄積や定量分析により現状と捉え可視化等を行い、教学改善ならびに

意思決定過程の合理化支援、各種共有を行った。 

 

【表 6-2-1】各種調査項目 

学修状況調査 学修に関わる諸環境・認識 

学修行動調査 学修時間 

学修成果調査 単位取得状況、GPA 分布 

学修満足度調査 教学内容、教学環境、教学支援 

授業評価調査 教員・学生の自己評価・相互評価、授業手法の評価と分析 

シラバス評価調査 シラバス記載内容の点検・評価 

情報リテラシー調査 情報の活用、主体的な判断、問題解決 

PC スキル調査 各種 office ソフトの実践力 

 

こうした各部署が都度実施をしている諸データの特徴を集積しつつ、本学の改善点につ

いて、IR から公表されたデータを基に、中長期的な大学運営での改善改革を示すための恒

常的な情報収集を継続している。 

 

（3）6－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 内部質保証を積極的に推進するための情報収集は、単に組織単位で保管するだけのもの

では不十分であり、一元化のためのデータフォーマット整備およびこれらリソースでの恒

常的運用が不可欠である。本学は外部評価の実績経験値が少ないため、これからは多用な

経験を持つ様々な有識者を交えた評価精度の体制づくりと、これらフィードバックから得

られる貴重なメッセージを元に、教育研究の質向上に随時、努めていく。併せて全学的見

地から透明で機能的な組織運営となるべく、学長を中心とした弾力的な意思決定、改善サ
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ポートをするための情報共有を、全教職員に丁寧に説明・報告するなどこれからも積極的

に取り組んでいく。 

 

6－3．内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

（1）6－3 の自己判定 

「基準項目 6－3 を概ね満たしている。」 

 

（2）6－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 本学の「芦屋大学自己点検・評価実施規程」第 2 条にあるように、自己点検・評価委員

会の委員組織として、3 つのポリシーを起点とした点検・評価が行われており、その結果

を各組織に周知・共有し、教育の改善・向上に努めるなど連携がとれた活動となっている。

また、SD を含む FD 委員会では、改善に向けての具体的なアイデアなどを他大学等の事

例紹介を参考に各部署での取り組みに沿った研究理解を深め、フィードバックに寄与し、

評価項目ごとに PDCA サイクルに即した活動を展開している。 

  

（3）6－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 内部質保証を担保するための迅速な組織改善を促す PDCA サイクルの具体的な指標と

なる数値目標の理解と解釈をより推進するため、IR 推進室から提供される諸データの効率

的活用が現時点では急務となっている。各組織体に内在する課題の抽出に、的確かつ判断

を自発的に取り組めるような可視化の工夫も今後、検討課題の１つである。 

 

［基準 6 の自己評価］ 

 本学での自己点検・評価活動は、大学全体にわたる教職員が自己点検・評価や認証評

価などの結果を活用し、教育・研究と財務・運営の両面において改善・向上を図るなど、

内部質保証の仕組みは概ね機能している。 

本学の使命・目的に掲げた「人間力」育成に必要とされる、小規模ならではの更なる柔

軟な組織運営体制の実現のため、内部質保証を有効的に担保する PDCA サイクルを構築し、

IR推進室が分析する諸データを効果的に活用し、恒常的に運用され続けていくことが必要

であるが、本学では先に記述したように組織体制が不十分であるが故に実施できていない。 

以上のことにより、早急に組織を構築し、内部質保証が正しく機能する組織体制の確立

に取り組んでいる。 
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Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．社会貢献と地域連携 

A－1 知的資産を活かした社会貢献 

≪A－1の視点≫ 

A-1-① 教育研究活動による協力と貢献 

A-1-② 教育機関活動による協力と貢献 

 

(1)A－1 の自己判定 

「基準項目 A－1 を満たしている。」 

 

(2)A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 教育研究活動による協力と貢献 

■芦屋大学ソーラーカープロジェクト 

 ソーラーカープロジェクトは、初代学長福山重一が「地球環境やエネルギー問題に対す

る大学の役割として、今こそ環境問題を社会にアピールする時期である」と唱え、平成

4(1992)年 3 月に設立したものである。国内外の競技会に参加し成果を上げているだけで

なく、学校訪問や行事参加等を通じて環境・エネルギー問題についての教育・啓蒙活動に

あたるほか、地域振興にも貢献している。また、機材の調達や技術開発において産学連携

の活動も行っている。プロジェクト活動は、教職員、学生、卒業生 3 者が一体となり、教

学とクラブ活動の両面から活動するものとの位置づけであり、経営教育学科の自動車技術、

技術・情報教員養成両コースの教員指導の下、同コースのゼミ生と共にソーラーカープロ

ジェクト部、技術研究部、ボランティア同好会が、ソーラーカープロジェクトの中心メン

バーとして活動している。 

 

《学校訪問》 

 学校訪問は、児童教育学科学生の実践経験の場として資すると共に、地域の子どもたち

に実際にソーラーカーに触れてもらい、環境やエネルギー問題について学んでもらうこと

を目的としている。 平成 23(2011)年度から令和元(2019)年度の間に、兵庫県下をはじめ

県外も含めて延べ合計 61 校の小中学校を訪問し、教育・啓蒙活動にあたっている。令和

元(2019)年度の学校訪問実績は【表 A-1-1】のとおりである。 
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【表 A-1-1】 ＜学校訪問実績＞ 

 

《行事参加》 

地域振興及び教育・啓蒙活動の一環として地域の各種行事に参加している。平成

23(2011)年度から令和元(2019)年度の間に、本学で開催された「電気自動車・燃料電池車・

ソーラーカー製作講習会」「西宮市産業環境局 エネルギー学習会」をはじめ、神戸市で開

催されている「兵庫カーライフ・フェスタ」など関西、中国地方の各地合計 53 の行事に

参加し、環境・エネルギー問題の啓蒙活動にあたっている。令和元(2019)年度の行事参加

実績は【表 A-1-2】のとおりである。 

 

【表 A-1-2】 ＜行事参加実績＞ 

市町村名 令和元(2019)年度 参加行事  

西宮市 西宮市産業環境局 エネルギー学習会 

神戸市 兵庫県 技術・家庭科研究大会 （全国大会） 

神戸市 兵庫カーライフ・フェスタ 

吹田市 （公財）千里リサイクルプラザ くるコレ フェスタ 

3 市 4 団体 

   

A-1-② 教育機関活動による協力と貢献 

■芦屋大学の地域住民への公開 

 本学の持つ知的資産の地域住民への提供を目的として、平成 27(2015)年 8 月より、芦屋

市六麓荘町の住民を対象に、芦屋大学図書館の地域住民への公開および書籍の閲覧・貸出

等のサービスを提供している。また、毎年 7 月に開催される芦屋サマーカーニバルや学園

祭において、地域住民へ大学校舎開放と親睦会も行っている。さらに、障がい者就労支援

スペース「あしかふぇ」については、大学キャンパス内で共生社会を体感できるカフェと

して運営し、地域の方々に芦屋市の WEB サイトや SNSを通じて案内している。 

 

■芦屋市及び芦屋市教育委員会との地域包括連携、池田市教育委員会との連携協力 

 本学は兵庫県芦屋市及び同教育委員会と平成 28(2016)年 8 月より「芦屋市・芦屋市教育

委員会と芦屋学園・芦屋大学との包括的連携に関する協定書」を締結している。この協定

は、スポーツ・文化・芸術・地域人材の育成・教育の分野等で相互に協力し、地域社会の

発展と人材の育成に寄与することを目的としている。 

市町村名 令和元(2019)年度 訪問先 対象学年 

神戸市 Canadian Academy 小学部 3 年生 

大阪市 中川小学校 4 年生 

大阪市 御幸森小学校 4 年生 

宝塚市 丸橋小学校（新型コロナウィルス感染症の影響により中止） 4 年生 

芦屋市 岩園小学校（新型コロナウィルス感染症の影響により中止） 4 年生 

4 市 5 校  
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 障がい者就労支援スペース「あしかふぇ」開設は本学におけるヒデュンプロジェクト（潜

在的な体験学習）の一環である。学生が日常生活の中で共生社会を体感することを通し、

その情操を育むことを目的としている。また、本学で経営教育や特別支援教育を学ぶ学生

にとって実践的な学びや研究の場となっている。カフェの運営にあたっては、芦屋市障害

福祉課と芦屋特別支援学校と連携し、地元の就労支援、障がい者の雇用促進に貢献してい

る。 

また、「芦屋市行政改革」の一環として平成 31(2019)年 3 月に「芦屋まなび場！フェス

ティバル in 芦屋大学」を実施した。このように、様々な芦屋市行政改革にかかる研修会の

参画をおこない、数々のイベントに協力することで、地域に愛される大学として活動して

いる。 

さらに、令和元（2019）年 9 月には芦屋市都市建設部防災安全課との連携よる「芦屋市

全体の防災総合訓練」を本学において開催した。「台風・大雨により近年各地で多発する土

砂災害に備えて、土砂災害警戒区域を対象に防災総合訓練を実施し、住民の災害に対する

意識啓発を図る」という目的で開催されたが、防災に特化した内容のみならず、地域との

交流を深める為のコミュニティブースの出店やイベント開催等もあり、地域・社会と連携

した要素を含んだ内容となった。 

芦屋市教育委員会との連携においては、本学の教員を志望する学生に対し、機会あるご

とに、教育長から激励や講演などのご協力をいただいている。 

池田市教育委員会との連携は前述の本学ソーラーカープロジェクトによる小学校体験授業

訪問を実施した。 

 

 (1)A－1の改善・向上方策 

 ソーラーカープロジェクトの活動は、競技活動にとどまらず、研究開発や地域社会貢献、

研究機関・企業との連携等様々な意義を有しており、今後も産学官連携を含む活動をより

積極的に展開し、活動の発展可能性を求めていく。 

高大連携については、本学が高等学校に提供できる教育資源を確認し、連携校との充実

を図り、本学の学部学科コースの認知活動に繋がる取組みを展開していく。 

平成 30（2018）年度から地域連携推進・スポーツ振興室を設置し、活動を進めてきた

が、令和 2（2020）年度にむけて、組織的・体系的に地域連携に取り組めるよう、地域コ

ミュニティの中核的存在として機能の強化を図るため、地域コミュニティの一つの拠点と

して地域連携推進・スポーツ振興室より地域連携推進室を独立、分割し、組織の機能的か

つ活性化を図った。これにより、芦屋市及び芦屋市教育委員会、池田市教育委員会との連

携・協力を、人材育成、教育の分野で今後さらに強化する体制が期待できる。 

芦屋市防災安全課との連携による活動においても、今後さらなる取組の輪を広げていき、

学生の若い力が地域防災を支えていけるような活動を深めていく。 

教育相談所が行ってきた特別支援教育研修講座は、芦屋大学の地域貢献としての意味も

あるため、引き続き開催予定である。芦屋市民公開講座についても、今後は、本学教員の

紹介を兼ねた教養講座ばかりではなく講座のテーマを市民の健康促進に関するものやスポ

ーツ教育などの講座内容を提供し、芦屋市公民館と共催で今後も引き続き開催予定である。 

障がい者就労支援スペース「あしかふぇ」の活動においては、芦屋市の WEB サイトや
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SNS での案内を通じて、地域貢献が進展することや学生の学びがより深まる活動を継続し

ていく。 

 

A－2 スポーツ分野における社会貢献   

≪A－2の視点≫ 

A-2-① スポーツ活動による社会貢献   

 

(1)A－2 の自己判定 

 「基準項目 A－2 を満たしている。」 

 

1）スポーツ活動による社会貢献 

■地域スポーツ振興 

スポーツ教育の分野では平成 21(2009)年度から保健体育の教職課程が認可され、平成

25(2013)年度から令和元(2019)年度現在まで、26 名（非常勤講師を含む）の卒業生が教育

現場で活躍している。 

スポーツ教育の充実とクラブの活性化というスポーツにおける地域振興の土台が固まっ

たことにより、平成 29(2017)年 4 月から芦屋学園のサッカークラブを主体としたスクール

事業を立ち上げた。学園のスポーツ資源を有効活用しスクール事業を展開することで、芦

屋市民にコミュニティの場を還元し、地域との連携、青少年育成、サッカーによるスポー

ツ参加率向上を主な目的として取り組んでいる。これは、大学 COC 事業の一環ともいえ

る。平成 30(2018)年度からは、日本サッカー協会公認ライセンスを保有する指導者に加え、

教職課程を専攻している学生の指導実践実習の場としても活用している。学生コーチを増

加したことで、スクール参加者が増加したため、平成 30(2018)年度は、スクール実施回数

を大幅に増やすこととなった。更に、令和元（2019）年度には、地域やスクール生からの

要望もあり、6 月より幼稚園児を対象とした「Kids クラス（年中・年長対象）」および 「大人の

サッカースクール」、競技力向上を主な目的とした「スペシャルクラス（小学 5・6 年生対象）」とスク

ール事業を拡大することとなった。また、毎年芦屋市内の子どもたち向けの地域貢献事業とし

て、8 月には、元日本代表ヘッドコーチ：大木武氏による講習会が開催され、普段体験で

きないトップレベルの指導者による貴重な経験の場の提供が図れたといえる。また、他競

技に於いてもクリニック（技術講習会）の実施をしている。 【表 A-2-1】【表 A-2-2】
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【表 A-2-1】スポーツ関連のクリニック（技術講習会） 

 

【表 A-2-2】2019 年度実施行事 

  2019 年度実施行事 

① 7 月 13 日 大阪ミナミ祭り・にぎわいスクウェアへの 

ダンス参加 

大阪市 

② 8 月 20 日 池田市卓球教室（講師派遣） 池田市卓球協会 

③ 9 月 1 日 芦屋市防災訓練 芦屋市都市建設部防災 

安全課 

④ 9 月 13 日 “芦屋芸術祭” 芦屋市 

⑤ 11 月 2 日 「学生ボランティア派遣」 

三田谷フェスティバル 

社会福祉法人 

三田谷治療教育院 

⑥ 11月 16日 芦屋市障がい児・者とのふれあい運動会への

ダンス参加 

芦屋市 

⑦ 12 月 2 日

～12 月 6

日 

「音で感じるスポーツ」展覧会開催に関する

協力 

人間文化研究機構 

国立民族学博物館 

⑧ 

 

2 月 8 日 

2 月 9 日 

バルシューレ指導者講習会開催に関する協力 一般社団法人 

ちゃいるど未来ラボ  

⑨ 

 

3 月 芦屋市大学連携事業「春のファミリースポー

ツの集い」芦屋学園ジュニアカップ 

芦屋市教育委員会  

→コロナウィルス感染

症の影響により中止 

 開催日／期間 実施場所 内容 対象 備考 

① 2019 年 

4 月～7 月 

9 月～2020 年 3

月 

芦屋学園 

グラウンド 

サッカースクール 園児 

小学生 

大人 

学生参加 

② 2019 年 

6 月 30 日 

芦屋大学 

福山記念館球技場 

バスケットボール 

クリニック 

高校生 学生参加 

③ 2019 年 

7 月 14 日 

芦屋大学 

福山記念館球技場 

バスケットボール 

クリニック 

中学生 学生参加 

④ 2019 年 

8 月 17 日 

宝塚市長尾中学校

体育館 

バレーボール 

クリニック 

中学生 学生参加 

⑤ 2019 年 

8 月 19 日 

8 月 21 日 

芦屋学園 

グラウンド 

サッカー 

クリニック 

小学生 学生参加 

⑥ 2020 年 

1 月 12 日 

1 月 13 日 

和歌山県南部高等

学校・南部小学校 

バレーボール 

クリニック 

高校生 

小学生 

学生参加 
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(3)A－2 の改善・向上方策 

本学では、平成 21(2009)年度に中高の保健体育の教職課程が設置されて以来、スポーツ

教育に注力してきた。スポーツ系学生の数も増加し、国内外で活躍してきた競技者や指導

者達も擁することとなり、スポーツ教育・競技活動は本学の特徴の一つとなっている。ス

ポーツ教育の分野では、平成 30（2018）年度～令和元（2019）年度には、運動部に所属

する学生から、28 名の専任教員を輩出しており、年々教員採用試験の合格率が高まってき

ている。今後は、部活動と各学部の双方から教育現場と交流する機会を増やし、教職課程

を専攻しているスポーツ系学生の質の向上を目指す。また、平成 30(2018)年度から設置

されている地域スポーツ指導者コースにおいては、所属する学生の教学の場として、上記

の芦屋市及び芦屋市教育委員会との包括連携における活動を活用している。スポーツ指導

者発掘の観点からも、このようなスポーツにおける現場実習の機会を増やし、地域に根付

く指導者の育成と学生の満足度向上を図ることで、優秀なスポーツ指導者の輩出を促がし

スポーツ振興の発展を目指す。さらに、令和 2（2020）年度も、本学が持つスポーツ資源

を有効活用し、地域への還元、青少年教育を目的とした事業等、様々な活動を企画し実行

することで、スポーツによる社会貢献活動を充実させる。 
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Ⅴ．特記事項 

 

1．芸術文化センターによる活動支援 

 芸術文化センターの主な役割は、本学バレエコース及びダンスコース、吹奏楽部と芦屋

学園バレエクラブ及びストリートダンスクラブに所属する学生の活動支援である。 

また、芦屋大学附属幼稚園バレエクラスの運営も行っている。多様な芸術文化活動を展開

して、社会貢献活動や他機・地域との連携を取り、芸術文化の振興を高めている。 

 

(1)他機関や地域との連携 

各コース及びクラブでは、学生の活躍の場を広める目的で地域の活動にも積極的に参加

している。芦屋市の芸術活動をしている団体の発表会や芦屋芸術祭、大阪ミナミ夏祭り

2019＆にぎわいスクエアなどのイベントへ多数出演した。吹奏楽部においては、芦屋市吹

奏楽連盟所属の約 10 団体による芦屋市吹奏楽連盟定期演奏会で、芦屋大学、芦屋学園高

等学校・中学校吹奏楽部、箕面自由学園高等学校吹奏楽部での合奏を行い、学生・生徒間

の交流と音楽力の向上を図っている。 

 

(2)キャリア育成 

バレエコースでは社会人対象の「バレエ教師課程(ディプロマコース)」を履修すること

で、バレエ教師資格の取得、ダンスコースでは保健体育教諭の教員免許が取得可能である。

また、吹奏楽部では保育士や幼稚園教諭などの初等教育を履修している学生が比較的に多

いため、鼓笛隊やマーチングが指導できるマーチングバンド指導者ライセンスの資格取得

支援を行っている。このライセンスを取得した学生が、在学中や卒業後に芦屋大学附属幼

稚園や就職先の施設でマーチングの指導を行っている。 

 

(3)社会貢献活動 

地域貢献活動として、芸術文化活動への支援は教育機関を含む近隣地域で積極的に連携

し、支援の充実を図るとともに、芦屋芸術村発表会への出演、芦屋市障がい児・者とのふ

れあい市民運動会ではゲストショーにおいてダンス、ダンス指導を行うなど本学の社会貢

献活動の重要な役割を担っている。さらに、本学の指導者が講師を務めたことで PR 効果

もあり、本学への進学希望者が増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


